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１ 会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

 

２ 開催日時 平成 29 年９月 27 日（水）午前 10 時 00 分～午後 5 時 7 分 

 

３ 会  場 高浜市議場 

 

４ 出 席 者 

 １番 杉浦康憲、 ６番 黒川美克、 ７番 柴田耕一、 

８番 幸前信雄、 ９番 杉浦辰夫、 12 番 内藤とし子、 

14 番 鈴木勝彦、 16 番 小野田由紀子 

 

５ 欠 席 者 

 な し 

 

６ 傍 聴 者 

 ２番 神谷利盛、 ３番 柳沢英希、 10 番 杉浦敏和、 

11 番 神谷直子、 13 番 北川広人、 15 番 小嶋克文、 

市民１名 

 

７ 説明のため出席した者 

市長、副市長、教育長 

企画部長、総合政策 GL、総合政策 G 主幹、人事 GL、 

総務部長、行政 GL、行政 G 主幹、財務 GL 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、市民窓口 G 主幹、市民生活 GL、 

税務 GL、税務 G 主幹 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険・障がい GL、介護保険・障がい G 主幹 

福祉まるごと相談 GL、生涯現役まちづくり GL 兼保健福祉 GL、 

保健福祉 G 主幹 

こども未来部長、こども育成 GL、文化スポーツ GL 
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都市政策部長、都市整備 GL、企業支援 GL、都市防災 GL、上下水道 GL、 

上下水道 G 主幹、地域産業 GL 

学校経営 GL、学校経営 G 主幹 

会計管理者 

代表監査委員 

議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

８ 職務のため出席した者 

 議会事務局長、書記２名 

 

９ 付託案件 

議案第 51 号 平成 28 年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

認定第 １号 平成 28 年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ２号 平成 28 年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

認定について 

認定第 ３号 平成 28 年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

認定第 ４号 平成 28 年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ５号 平成 28 年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ６号 平成 28 年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

認定第 ７号 平成 28 年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ８号 平成 28 年度高浜市水道事業会計決算認定について 
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10 会議経過 

 

 委員長挨拶 

 

委員長 本日の委員会の傍聴の申し出がありましたので、高浜市議会委員会条

例第 19 条第１項の規定により傍聴を許可しましたので、御了承をお願いいたし

ます。 

ただいまの出席委員は、全員であります。よって、本委員会は成立しました

ので、これより会議を開きます。 

ただいまより、一般会計、６特別会計並びに議案第 51 号及び１企業会計に

ついての質疑を行います。一般会計につきましては、歳入・歳出と分けて質疑

を行い、歳入は一括質疑、歳出は款ごとに質疑を行います。特別会計及び企業

会計につきましては、議案ごとに歳入・歳出一括にて質疑を行います。議案第

51 号は、関連上、企業会計と一括議題として質疑を行います。 

なお、委員会の円滑なる運営のため、質疑についてはまとめて行っていただ

くとともに、発言は議題の範囲を超えないようお願いいたします。また、当局

におかれましては、質疑に対し適切なる御答弁を行っていただきますよう、お

願いいたします。 

質疑に当たっては、主要施策成果説明書または決算書等のページ数及び款・

項・目・節等をお示しいただき、必ずマイクのボタンを押してマイクを自分の

ほうに向け、赤いランプが点灯していることを確認してから御発言いただきま

すようお願いいたします。また、発言終了後は、マイクのボタンを押してマイ

クをオフにしていただきますようにお願いいたします。 

なお、質疑漏れにつきましては、一般会計の質疑終了後と特別会計並びに議

案第 51 号及び企業会計の質疑終了後に許可することにしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 
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委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。また、休憩中等に当局の説明員が席を移動する場合もありま

すので、御了承ください。 

 

 

認定第１号 平成 28 年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について  

《歳 入》 

委員長 まず、歳入についての質疑を許します。 

問（７） 主要施策成果説明書の 16 ページ、市税の税目別の年度比較表をお願

いします。市税の合計、27 年度と比較して約６億 6,600 万円、約 7.7％の増と

なっておるんですけれども、まず増額の内容としては、主に平成 28 年度補正予

算で説明を受けた法人市民税の増によるものということは理解しておりますけ

れども、その他の増減理由、平成 28 年度決算の特徴などを教えていただきたい

と思います。 

答（税務） それでは、主な税目ごとに増額理由等をお答えをさせていただき

ます。17 ページの収入済額の比較欄をごらんいただきたいと思います。 

 まず、個人市民税の計ですが、平成 27 年度と比較し、約 6,600 万円の増とな

っています。これは、人口の増に伴い納税義務者が増加したことによるもので

す。 

次に、法人市民税の計でございますが、27 年度と比較し、約４億 4,800 万円

の増となっております。平成 28 年度に補正予算で対応しました、自動車関連企

業の資産売却による、特別利益による増が主な内容でございます。 

次に、固定資産税ですが、平成 27 年度と比較し、約１億 1,400 万円の増と

なっています。増額の主な理由は、開発等により宅地がふえたことによるもの

でございます。 

次に、軽自動車税ですが、27 年度と比較し、約 1,400 万円の増となってござ

いまして、増の理由といたしましては、新規検査から 13 年を経過した車両を対

象とした重課課税の適用など、税額変更による影響で約 1,200 万円の増となっ

ていることによるものです。 
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次に、市たばこ税ですが、27 年度と比較し、約 980 万円の増となっています。

平成 31 年４月まで、段階的な税率の引き上げが行われる旧３級品の紙巻きたば

この影響額としては約 120 万円となっており、その他の増は、市内の販売本数

の増によるものでございます。 

次に、都市計画税ですが、27 年度と比較し約 1,400 万円の増となってござい

ます。増の理由は、固定資産税と同様となってございます。 

最後に、市税の平成 28 年度決算の特徴といたしましては、法人市民税の増

により、過去 10 年間で最高額の決算額となっていること。また、その他の税目

でも 27 年度を超えていることが特徴と言えると思っております。以上でござい

ます。 

問（７） 17 ページの年度別の比較表の中で、対比欄を見ますと、税目で全て

平成 27 年度の徴収率を上回っておるんですけれども、その理由等を教えてくだ

さい。 

答（税務） 徴収率の向上の取り組みといたしましては、主に３つの取り組み

を実施してございます。まず、個人市民税の特別徴収の推進で、27 年度と比べ

506 人、率にして 3.2％の増となっています。 

次に、納税の利便性を高め、徴収率を向上させる取り組みとして、コンビニ

エンスストアでの納付を推進し、平成 27 年度と比べ、納付件数で 6,919 件増の

４万 502 件、税額ベースで約 3,600 万円増の約７億 5,000 万円を確保してござ

います。 

最後に、西三河滞納整理機構による徴収として、約 9,200 万円を回収してい

ます。直接の取り組みとしては以上となりますが、徴収率の向上のためには、

法律に基づき、地道な作業を粘り強く続ける必要があることから、平成 28 年度

の実績は、担当者の日々の努力の結果であると考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

問（７） 市税の収入未済額というのか、決算書の 11 ページなんですけれども、

２億 4,000 万円の収入未済額があるんですけれども、内訳を見ますと市民税が

１億 7,500 万円、固定資産税が約 4,800 万円、都市計画税が 900 万円、収入未

済額の大半が市民税であるということがわかっておりますけれども、固定資産
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税、都市計画税等については資産に対し課税されるため、最終的に、法律的な

定めにより財産処分が可能であるが、市民税は必ずしもその手法が使えないと

いうふうになっておるんですけれども、今後、どのように収入未済額等の圧縮

を目指していくのか、そこら辺のことを教えてください。 

答（税務） 御指摘のとおり、これまでは法律に基づく財産処分による滞納整

理が効果を発揮してまいりましたが、今後は、滞納が市税だけでなく、国民健

康保険税など多岐にわたっていることが多いことから、滞納者ごとに総額を把

握し、改めて分納計画を作成し、分納額の見直しや給与の差押え等を滞納者ご

とに個別管理を進めていく必要があると考えてございます。 

しかし、この作業は膨大な事務量となることが予想されるため、そのための

システム改修等もあわせて、今後検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

問（７） 主要成果 17 ページで、徴収率は調定対比 97.2％というふうになっ

ておりますけれども、そのうちの現年課税分が約 99％というふうに高い、これ

で滞納繰越分については、前年度 25.1％に比べれば、今年は 40.8％と、高いと

いうことなんですけれども、不能欠損額と収入未済額で、約２億 7,000 万円ほ

どあるというふうになっておりますけれども、これは市税の調定額の 2.8％に

当たり、高浜市にとっては大変大きな額というふうに思うんですけれども、今

後もそういった、税収の構成比が固定資産税が大半、本市も過去３年ぐらいを

見ると固定資産税だとか、都市計画税が約 50％というふうになって、高い比率

の構成比を占めておるんですけれども、こういった、要するに高水準を維持し

ている安定財源、こういったことを要するに進めるような施策や何かは考えて

おられるのか、そこら辺のことを少しお聞きしたい。 

答（税務） ２億 7,000 万円程度の内の大半が個人市民税で、この中身を見て

いくと、実は分納でございます。分割納付している内容なので、確かに財産の

ある方は財産処分をしていくという形になりますけれども、そうでない方は、

結局、分納計画、分納誓約書を見直していかなければいけない。 

ただ、先ほども少し申し上げさせていただいたんですが、税だけで考えると

そういうことになるんですが、国民健康保険税などを合わせると、ケースによ
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っては毎月請求分納になっている方というのも実は少なくございませんので、

今後は、生活困窮の観点から、そのような指導、然るべき専門家の方につなぐ

ようなことも合わせてやっていかないと無理だろうということで、一気にこの

金額をゼロにするということは、なかなか難しいであろうとは考えております

が、これ以上ふやさないようなやり方というのは当然ございますので、その中

の一つとして、特別徴収の推進というのは、効果が一番あるだろうと考えてお

りますので、まずは、現年の滞納、今は、滞納の中が大分目途がつきましたの

で、今後は、現年分がこれ以上滞納にならないように、特別徴収の推進をして

いきたいと、このように考えております。 

意（７） なぜかというと、法人税は浮き沈みが非常に激しいので、例えば、

一番かたい固定資産税だとか都市計画税をある程度、安定財源として確保する

というようなことで、企業誘致のほうも大事なんですけれども、ある程度、基

盤整備のほうもしていただいて、固定資産税をある程度確保していただくと。

小さい市でございますので、そこら辺のことも今後考えておっていただきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

委員長 ほかに。 

問（８） 主要施策成果説明書の 21 ページ、１款１項１目、これ、個人市民税

の話なんですけれども、先ほど特別徴収の話が出ていましたけれども、基本的

に西三河滞納整理機構というのは、滞納が発生してからやる作業で、基本的に

考えると対処ですよね。給与天引きで、企業でいうと源泉徴収という形。さき

ほど特別徴収ということを言われてましたけれども、これの率。要は、納税義

務者の中の特別徴収で納税いただいている方の率って、前年から比べてどうい

う状況になっていますか。 

答（税務） 県のほうがまとめたデータがございまして、給与所得者に占める

特別徴収による納税義務者の割合がございまして、いわゆる特徴率、給与収入

をもらった方がどれだけ特徴になっているかということでございますが、高浜

市の 28 年度決算は 78.4％となっておりまして、ここ数年、過去の例を見てい

きますと、平成 23 年からデータをとっているんですが、23 年が 75.04％、一番

これが低かった時代でございますが、その次に高かったのが平成 27 年の
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78.95％、28 年度は若干下がりまして 78.4％、このような状況でございます。 

問（８） 先ほど冒頭でも言いましたけれども、そういう意味でいうと、特別

徴収の率を上げることによって、収納率というのは確実に上がると思います。

その特別徴収の率を上げるために、どういうことをやられているかということ

を知りたいんですけれども。 

答（税務） これも、愛知県下の中で、大きな組織として愛知県個人住民税特

別徴収推進協議会というのがございます。なぜこういう協議会を立ち上げるか

というと、どうしても従業員さんの出身地というのが高浜市だけでなくて、あ

る企業さんがあるところに、いろんな市町の従業員さんが集まりますので、当

然、足並みをそろえていかないといけない。その足並みをそろえましょうとい

う協議会でございます。 

ただ、実際に私どものほうが今進めておるところが、７市１町、５市に西尾

市と岡崎市、あと幸田町を加えました７市１町で、ここで、従業員さんがほぼ

同じここら辺の近隣市だろうということで、その中で足並みをそろえて同じよ

うな様式までそろえるような形をして、まだ特別徴収をしていただけない企業

さんに、その団体が合わせてお願いをしていこうという段取りがこのほどでき

まして、平成 31 年を目途に、そういった形でさらなる特徴の推進に結び付けて

いこうと、こういう動きをしてございます。以上です。 

問（８） 個人の側から見ていると特別徴収、源泉徴収されると、手続きとか

それが不要になるので、そういうメリットがあるんですけれども、逆に言うと、

事業主さんにとって、何かメリットっていうと、そういうことって考えられる

んですか。 

答（税務） 特別徴収を敬遠される事業所さんというのは、小規模な事業所さ

んになります。小規模な事業所さんというのは、自らの事業所で経理をやって

いないケースが実は多くありまして、そうすると外注をしておると。外注をし

ているということになると、特別徴収をするとその分の値段が上がってしまう。

これを嫌がっているということが、実はその実態の中にあるんですが、ただ、

法的にはやはりそれは通らない話なので、救済措置は確かにございます。年２

回納めていただければいいと、救済措置はございますので、そのような説明を
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させていただいて、お願いしております。従いまして、事業者さんのほうに、

特別徴収をしたときのメリットは何かあるかという話になると、おそらく事業

所さんのメリットはないと思います。以上です。 

意（８） そういう面でいうと、課題ははっきりそこで見えていると思うんで

すよ。先ほど言いましたように、西三河滞納整理機構、こちらで使っているコ

ストというのは、これ別に特別徴収していれば、そんなこと必要ないわけです

よね、個人市民税に関して言えば。そういうことを考えると、入り口でなるべ

く押さえるように、その事業所さんにも何らかの義務がどうのこうのっていう、

そんな説明だけではたぶん動かないと思いますので、そういうところを動かせ

るようなことを検討いただいて、基本的に特別徴収率を上げるのがみんなにと

っての要望でもあるし、幸せでもあるというふうに考えますので、そういうこ

とをぜひお願いしたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（６） 主要成果説明書の 23 ページ、そこのところの５番の都市計画税のと

ころで、都市計画税の使途状況というのが、公園事業が 9,600 万円余、下水道

事業が５億 6,400 万円、それから地方債の償還額が１億 3,423 万 4,000 円、そ

の他というのが、1,563 万 2,000 円載っているですけれども、その内訳を教え

てください。 

答（財務） その他につきましては、都市計画総務事業といいまして、都市計

画を行うに当たっての庶務の担当者の業務委託だとか、都市計画の総務に関す

る経費に当たります。 

意（６） 何で聞いたかと言いますと、都市計画税は当然、都市計画事業に使

う税金ですので、目的税ですので、先ほどちょっと７番委員も言われたんです

けれども、やはり安定収入を得るためには、やはり基盤整備というのが僕は大

事だと思うんですよね。当然、基盤整備をやって区画整理事業だとか、そうい

ったことをやっていけば、それはもう宅地をつくって、そこで建物をつくった

り基盤整備をやっていくわけですので。そうすると、それを行うことによって、

いわゆる固定資産税だとか、それから都市計画税、そういったものが、土地の

付加価値が上がれば、当然そういった税収がふえてくる。そういったことをや
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るためにも、やっぱり、僕は都市計画事業で、区画整理だとかそういったこと

を前から一般質問や何かでもやらせていただいていますけれども、ぜひ、そう

いった基盤整備のほうもこれから力を入れて、工場誘致だけじゃなくて、そう

いったこともやっていただきたいということで、質問させていただきましたの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（12） 21 ページです。１款１項１目の関係、市民税の関係ですが、10 億円

以上の企業の歳入はどうなっているのか。これですと法人税の税率がまた下が

っているんですが、個人市民税は何も減税になる施策もなくて、厳しい暮らし

の中で必死であえいでいるわけですが、ぜひそういう点では、この企業の法人

税の税率を最高税率で徴収していただきたいと思うんですが、その点と。 

それから 22、23 ページですが、都市計画税が 0.3％ですか、税率をよその市

では下げているところもありますので、ぜひ下げていただきたい。 

それから、固定資産税と都市計画税で 45 億円以上の費用がかかる。皆さん、

市民にとっては大変重い負担になっていますので、これを引き下げていただき

たいということ。 

22 ページですが、この償却資産のところで、市長が価格等を決定するものと

いうのが、627 人、504 億円余りあるんですが、これはどういう内容になってい

るのか、ここをお示しください。 

答（税務） ３点お答えさせていただきます。まず、法人市民税の不均一課税

等の採用の御質問かと思いますが、一律超過課税や不均一課税の採用には特別

な事情が必要でございまして、この特別な事情の中には財政状況のほか環境問

題など地域の特性に応じた特別な政策課題への取り組みも含まれると解されて

おります。なにより企業の皆さまに御納得いただけることが重要と考えており

まして、現時点の財政状況は企業誘致による税収の確保に取り組んでいる状況

から、各企業の皆さまに納得していただける特別な事情は現時点では見当たら

ないということで、不均一課税の採用は現時点では考えてございませんのでよ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、都市計画税の引き下げの御質問でございますが、都市計画税は
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都市計画事業に充てるための目的税でございまして、先ほどの答弁の中にもご

ざいましたが、平成 28 年度の決算で都市計画事業に充当した都市計画税充当割

合は 96.1％となってございます。残りの 3.9％は、税等の一般財源を充当して

る状況ということがいえるわけでございまして、現時点で引き下げの考えはご

ざいません。ただし、今後も都市計画税の充当割合は当然注視してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いします。 

最後に、22 ページの償却資産の市長が価格等を決定するもの、償却資産の制

度の中身となりますが、実は総務大臣配分、知事配分とありますが、鉄道を思

い浮かべていただけると一番いい例ですが、例えば、市域をまたがりますと、

それは、愛知県の中でやったときには、それは知事が償却資産の配分を決める

という形になります。県をまたがるものについては国が決めるという形になり

まして、その市内の中にある償却資産、償却資産ですから、機械設備みたいな

ものになります。企業さんがこういう機械とか設備を買いましたよということ

を申告をしていただいて、その金額に基づいて、課税をするという内容になり

ますので、ここに書いてある決定価格の 500 云々というのは、市内の企業さん

が有する償却資産の決定価格ですので、その評価額といいますか、総額の価格

というふうに考えていただければと思います。これに対して税率が 1.4％とい

う形でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 29 ページ、使用料及び手数料の関係ですが、ここで住宅使用料とい

うのが 4,144 万 397 円上げられているんですが、7.7％引き下がったとはなって

いるんですが、これは借上住宅の分だと思うんですが、いつまで借り上げの責

任を持っているのか、この時点でいくつ空きがあるのか、そこのところをお示

しください。 

それから手数料のほうで、清掃手数料が５％引き上げになっています。2,996

万 6,400 円で上がっていますが、これはどういう内容なのか、汲み取りにして

はふえているんですが、ちょっとこのあたりの説明をお願いします。 

答（市民生活） まず、借上住宅の空き家のところでございますけれども、借

上住宅につきましては、平成 28 年度で全てを返還をさせていただいております。
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その返還の 28 年度のときには２棟、２つの借上住宅を借りておりまして、10

戸と 10 戸で、合わせて 20 戸ございました。３月 31 日にお返しするときは入居

者が６軒でございましたので、空きが 14 という状況でございます。 

次に、御質問の手数料のところの清掃手数料の５％増というところでござい

ますけれども、一番大きな要因といたしましては、可燃ごみ袋の手数料収入、

こちらが 2,857 万 7,400 円ということで、昨年度比 2.2％ほどふえているとい

うところが大きなところでございます。以上でございます。 

問（12） 借上住宅は 28 年度で終わったということなんですが、20 軒のうち

14 軒も空きがあったというお話で、これ全部市のほうがもっていたわけで、大

変なことだと思うんですが、これ、あとから言っても仕方ありませんが、こう

いうことがやっぱりできるだけないようにしていただきたいなと思うんです。 

それから、30 ページの国庫支出金の関係ですが、２の国庫補助金で、かなり

増減にいろいろ差がありますが、これの大きいところ、主なところの増減の内

容を教えてください。 

答（地域福祉） 国庫補助金の中の社会福祉費補助金が大幅にアップしておる

というところで御回答させていただきますが、平成 28 年度に臨時福祉給付金の

事業が４種類、27 年度は１種類だったということで、社会福祉費補助金がふえ

ているというところでございます。 

答（市民生活） 先ほどの手数料の清掃手数料が５％ふえているというところ

で、可燃ごみ処理手数料が 2.2％ふえていると答弁いたしましたが、5.2％の増

ということで訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

答（学校経営） 国庫補助金で、中学校費補助金が前年比 2,620％ほど上がっ

ている件ですが、これは昨日、委員の皆さまに見ていただきました、高浜中学

校の体育館の落下防止対策工事の補助金を国からいただいているものでござい

ます。以上です。 

委員長 ほかに。 

答（都市整備） 国庫補助金の中の道路橋りょう費補助金、28 年度が 850 万円

でございますが、こちらの費用のほうは国庫補助ということで、市が行います

舗装等の打ち替えの事業でございます。当然、事業量が少なくなりましたので、
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補助金のほうも減っているということでございます。 

答（地域産業） 国庫補助金の商工費補助金につきましては、平成 28 年度、1,799

万 6,580 円につきましては、いわゆる地方創生加速化交付金、10 分の 10 の補

助のいわゆる高浜高校生のＳＢＰの活動に対する補助でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） わかりました。32 ページ、財産収入の関係ですが、財産売払収入で

2,001 万 3,547 円入っているんですが、これはどこで、こういう計上になって

いるのかお示しください。 

委員長 答弁を求めます。 

答（都市整備） どこでということですが、結構件数がございまして、いわゆ

る市内にあります、青道、赤道等の部分を用途廃止した、売った部分が９件ほ

どございます。それ以外にも、市の保有していた土地の普通財産の部分を売っ

ている分でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 36 ページの諸収入の関係で、幼稚園収入が 270 万 4,300 円入ってい

るんですが、これはどういう費用なのかお示しください。 

答（こども育成） 幼稚園収入につきましては、公立幼稚園で実施をしており

ます夏季預かり保育の保育料、それから一般預かり保育の保育料でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 公立保育園の夏季預かり保育というのは、ちょっと詳しい内容を教

えてください。 

答（こども育成） 公立幼稚園の夏季預かり保育ですので、御存じかと思いま

すが、幼稚園の夏休みに午前中、登園をしていただく事業でございます。 

問（12） すみません。保育園と勘違いしました。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ないようでしたら、歳入についての質疑を打ち切ります。 



14 

 

 

≪歳出≫ 

１款 議会費 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、１款、議会費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

２款 総務費 

委員長 質疑を許します。 

問（８） 総務費の中の主要施策成果説明書の中の 42 ページ、２款１項２目、

２Ｓ活動をやられて、保管文書量が減ったというふうに出ているんですけれど

も、基本的に考えると、購入の紙の量も減るのが当然だと思うんですけれども、

そういうところっていうのはどうなってきているのかっていうのを知りたいん

ですけれども。 

答（行政 主幹） ２Ｓ活動におきまして、こちらの主要成果説明書にも記載

してはありますが、27 年２月の当初から 1,977 ファイルメーターが実際に保管

している書類としては減りました。今後、使われるコピー用紙、紙の使用量の

増減につきましては、実際に電子化を進めていく中で少しずつ減少していくも

のと考えております。 

問（８） 継続して進めていかれるという理解でよろしいですね。 

答（行政 主幹） はい。 

問（８） 続きまして 49 ページ、ふるさと応援事業のふるさと寄附の返礼品等

の関係。入金いただいたあれと、返礼品の内容だと思うんですけれど。これ逆

に高浜市の本来で言うと、高浜市に入る税収が外に出た部分というのは、相殺
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っていうのがこれだけだとわからないので、その辺の数字ってどういうふうに

なっているのか教えていただきたいんですけれども。 

答（人事） まず、ふるさと応援寄附金として入ってきたお金が 28 年度中 1,493

万 2,000 円ございました。それで実際この、49 ページのふるさと応援事業のほ

うの支出として 618 万 1,254 円ございましたので、その中での差し引きとして

は 875 万 746 円でございます。 

あと市民の方が、他の自治体に寄附をしたことによる税収減としまして、こ

れが、28 年分といたしましては 1,520 万円ほどございましたので、差し引きを

いたしますと 645 万円ほどのマイナスということでございます。 

問（８） 本来でいうと、高浜をＰＲするという意味も含めていると言われて

いますけれども、基本的には高浜で暮らす方の税という意味合いのほうが強い

と思いますので、この辺のところは、収支とんとんぐらいのところがやれるよ

うな、そういうことをぜひ考えていただきたいと思います。 

それと 54 ページ、２款１項９目、ここの中で、財政管理事業の委託料、統

一的基準による地方公会計制度財務書類分析業務委託。これ、何を分析しても

らっているのかよくわからないのと、こういう形で基本的に何かやるっていう

ときには、全部外部委託になるのかどうか。データで持っているんであれば、

基本的にその統計解析の世界に入ると思うんで、ある一定の見方だけするんじ

ゃなくて、自分たちでやっぱり自分たちの税の状況、使い方の状況、これやっ

ぱり見れるように力をつけていただきたいという気がするんですけれども、そ

の辺のところご答弁いただきたいのと。 

同じく 63 ページ、２款１項 12 目、アシタのたかはま研究事業で、住民対話

型ＡＩによる問い合わせ対応サービスの実証実験。これ、何を目指してやって

いるのか、さっぱりわからないんですけれども。そういう面でいうと、以前か

ら言っているワンストップサービスを目指すような、そういう方向性があるん

であればいいんですけれども、これ、何を実証しているかよくわからないんで、

内容を教えていただきたいのと。 

同じく 66 ページ、２款１項 14 目、ここの総合住民情報管理事業の基幹系業

務、ソフトウェア開発修正委託料っていうのがあるんですけれども、これ多分、
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マイナンバー絡みでこう何かやっているのかなというふうに上のところ見ると

思うんですけれども、マイナンバーで小出しでばらばらばらばら出していくと、

関係のないところまで全部修正がかかるんですよね。都度こういう費用が発生

してきちゃうので、全体でどうしたいっていう発想でもっていかないと、コン

ピューターメーカーを儲けさせるだけになりますので、そういうところが思想

があるかどうかというところを伺いたいんですけれども。 

それと同じく 68 ページ、２款１項 14 目、先ほど文書削減の話も出てました

けれども、グループウェア使いながら情報の共有化を図っているはずですよね。

そういう意味でいうと、文書、庁内で流れる紙自体が、ガンっと減っていって

こないと、何のためにこれを入れてやっているのかさっぱりわからないんです

けれども。これグループウェアを入れている目的って一体何なんですか。メー

カーでこれ便利だから入れたっていうんじゃなくて、入れるのが目的じゃなく

て、使うのが目的ですよね。理由があって入れているはずですから。グループ

ウェアで何やっているかというのを知りたいんですけれども。 

それと同じく 71 ページ、２款１項 16 目、夜間防犯パトロール。これ警備会

社に依頼している話かと思います。これ一旦、一時止めて、犯罪が非常に発生

するということで、また復活させたという話になっているんですけれども。こ

れ、ずっとこう同じことを継続しているんですけれども、やり方変えていかな

いと。周りの市町でいうと刈谷市さん、防犯カメラ 1,000 台設置ですか。そう

いう形でやると、犯罪者っていうのは当然弱いところを狙い撃ちするので、こ

の考え方を変えていかないと、高浜は高浜なりのやり方で守っていくというこ

とを、これ変わる方法というか、コストパフォーマンスに合うようなことを、

何か考えてみえるんであれば教えていただきたいんですけれども。以上です。 

答（財務） まず一つ目の 54 ページ、財政管理事業、統一的基準による地方公

会計制度の財務書類分析業務ということで、現在、総務省が整備を促進してい

るということで、本市におきましては、来年度、各自治体が目指すところを 28

年度に移行を完了したということでございます。これを自分のところでできな

いかということでございますが、この会計制度におきましては、一般会計、特

別会計、広域連合に一部事務組合等々の財務諸表を連結するという作業がござ
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いまして、民間でも単体の財務諸表をつくるのは簡単なんですけれども、連結

で内部取引の消去等の仕訳技術がとてもじゃないけれど我々にはないという状

況でございまして、財務書類さえつくるのが難しい。かつ、その中身を分析と

いうのは、委託先と我々とで一緒になって分析しておりますので、そこの力は

高めていきますが、やはり今後、民間の複式簿記がわかる非常に高度な、各市

におきましてはこの専門員を５・６名用意するというような話も聞いておりま

すので、本当に自前でやるのがいいのか、委託で現在は分析して、その結果を

生かしながらやっていくのがいいのかということで、230 万円程度でしたら委

託のほうがいいだろうことで、現在は委託しております。 

答（総合政策 主幹） アシタのたかはま研究事業における、住民対話型ＡＩ

による問い合わせ対応サービスの実証実験について、どういったようなところ

を目指しているかというようなところですが、アシタのたかはま研究所では、

10 年後、20 年後の行政サービスのあり方について、研究をしているところでご

ざいます。そういった中で、今後ＩＣＴ化やＡＩ化、アウトソーシング、いろ

いろ行政サービスの提供の方法というのは、変わってくるものと考えておりま

す。 

そうした中で、三菱総合研究所と神奈川県の川崎市、静岡県の掛川市が子育

て情報の問い合わせサービスについて、ＡＩを使ったチャット式の実証実験を

行うというようなことをお聞きしました中で、高浜市もいきなりそういったＡ

Ｉを入れるということは費用もかなりかかりますので、こういったような実証

実験に参加をさせていただくということで、今、新聞でもよく出てまいります

が、10 年後、20 年後、将来ＡＩというのが当然、行政サービスの中でも発生し

てこようかと思います。まずは、そういったサービスに触れるというようなこ

とで今回、実証実験というところに高浜市も参加をさせていただいたというよ

うなことになります。 

答（総合政策） 66 ページ、中ほどにありますソフトウェア開発修正委託料の

件でございます。こちらのほうは、委員おっしゃられるとおり、マイナンバー

対応の委託料として計上させていただいてございます。これまで住基システム

を含めまして、既存の業務システムの改修、団体内統合宛名システムの整備な
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どさまざまな改修を行ってきまして、国のほうも一遍に全部出してくるんじゃ

なくて、それぞれ進捗ごとにまたシステム改修を実は出してきまして、という

のも、愛知県だとか医療団体とかそういったところの連携も含めていますので、

その都度、設計変更、システム改修含めてそういったものが入ってきますので、

ちょっと小出しというふうになってございます。 

あと、引き続きまして 68 ページでございます。情報系庁内ＬＡＮ管理事業、

紙自体を減らさなければというふうで、グループウェアの目的というところで

ございます。情報系庁内ＬＡＮの適用業務は、真ん中表の中にございますよう

に、庁内ＬＡＮ管理事業ということでやってございます。まず、グループウェ

アは庁内掲示板、スケジュール管理、そういったものを。庶務管理システムで

は、時間外の管理を行ってございます。Ｗｅｂサーバ、メールサーバ、こうい

ったものでホームページを発信しておるというようなところでございます。 

特に紙自体を減らすというところでは、庁内で、例えば依頼文書を各グルー

プに依頼するような文書がございます。これまでは紙で発信して各グループへ

送っていたものを、この庁内グループウェアの庁内掲示板という機能を用いま

して、紙ではなく情報で各グループに知らせる。提出も紙ではなくて、電子デ

ータで提出させる。そういった取り組みを行っておりまして、紙自体を減らす

取り組みというふうで、今現在取り組んでいるところでございます。 

答（都市防災） 続きまして、主要成果 71 ページの夜間パトロールの関係でご

ざいます。議員も御承知のとおり、日中ですとか、夜間につきましては、地域

のほうが主体で行っておりますが、どうしてもそこが埋めれない深夜帯の部分

につきましては、警備会社に委託をしまして、夜間パトロールという形で行っ

ているところでございます。そういった部分で、役割分担ということで申しま

すと、一定の効果があるのかなというふうな分析を持っております。 

また、夜間パトロールにつきましては、逐次警察のほうから指示書というも

のが出まして、例えば市内の犯罪状況ですとか、そういったものを網羅しなが

らランダムにポイントを割いて、パトロールができておる状況でございます。

とは言いながらも数年にわたり、こういった事業を実施しておるわけでござい

ますが、果たして今の状況でいいのか、例えばでございますが、一時的にエリ
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アを指定してみるだとか、今後分析を重ねていきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

問（８） それでは、もう一回 54 ページ、統一的基準による地方公会計制度、

この中で話を伺っていて思うんですけれども、基本的に国が決めている話なん

だから、各自治体同じものを出そうとするはずですよね。その基のデータが違

っているもんで、そこの受け渡しのところの問題だけでこういう話が出てくる

のかなっていうように聞こえるんですよ。だから全部、そこを根こそぎつくり

直そうとすると大変なんで、インターフェースの部分だけやってしまえば、こ

んなコストかかるはずないと思うんだけれども。 

そういうところっていうのが後ほど、逆に言うと、伺っているとマイナンバ

ーカード、これもつまみ食い始めるんで、毎回同じようなところを直していく

ような作業、必ず発生するんですよ。だから、全体の絵を描いてそこから直す

と、例えばデータベースの１個の項目をふやすっていうことも大変な作業にな

るんで。こういうことやるとコンピューターメーカー、毎回、言えばお金を払

ってくれるから、そういう仕事の出し方やってくれるというところ。メーカー

側から見ればありがたいんですけれども、やっぱりやり方考えないと、効率的

に税をもらって有効に使おうという発想で考えてくれないと、コンピューター

メーカーを儲けさせるためにやってるわけじゃないんで。そういう視点という

のは、やっぱり入れていただきたいんですけれども、その辺はどうですかね。 

答（財務） 統一的基準による地方公会計制度というのは、本当に難しいとい

いますか、あるデータがあって、それを並べて足したらオーケーだよという話

じゃなくて、内部取引といいますか、こちらは表現が難しいんですけれども、

連結の中で内部の取り引きをやっている場合は、その取り引きを消すという作

業がございまして、そういう特殊な仕訳っていうのが、非常に我々の力ではな

かなか難しい。だから財務諸表をつくるのも、プロですとそんなに日数かから

ずにやれるんですけれども、我々が各者から全部集めてきて、それを載っけて、

そこから内部取引の消去をしようと思うと、その技量も足らないし、現在では

マンパワーもないということでございますので、委託のほうが、やはりそうい

う確実性といいますか、正確な財務諸表を出すという点におきましても、委託
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のほうが効率的かなと思っております。分析等々する中で我々も力を高めて、

少しずつでも自分たちでできるようにはしていきますけれども、当面はちょっ

と委託のほうでさせていただきたいなと思っております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 53 ページ、広報広聴事業の中で、広報たかはまの発行が１万 3,500

部発行ということで、作成ということで１万 3,500 部を配布というか、今現在

配布しているのは、この１万 3,500 でいいのか、それともほかに作成している

のかお願いします。 

答（総合政策） 広報の発行部数でございますが、この主要成果に記載のとお

り１万 3,500 でございます。住民のほうに配布させていただいている分が約１

万 1,000 ちょっとでございます。そのほかでございますけれども、各公共施設

ですとかコンビニエンスストア、そういったところに配布をさせていただいて、

市民の方に取って読んでいただけるような対応をしております。 

問（12） １万 1,000 余りだというお話なんですが、高浜の世帯数は、現在ど

れくらいあるんでしょうか。 

答（総合政策） 最新の世帯数ですが、１万 9,363 世帯だと思います。 

問（12） １万 9,000 世帯ある中で、１万 1,000 余りだということなんですが、

これは今、シルバーさんに大きくっていうか、理事さんのところだとかに配っ

ていただいて、あとは町内会で配るというようなことを聞いていたんですが、

それが、シルバーのほうではもう配れないというようなことをお聞きしていま

す。そのあたりは、どういうふうになっているのかっていうことと、やっぱり

この１万 1,000 を配るだけでは不十分だと思うんですね。そのところをどうい

うふうにしていくのか、お考えがあったらお聞かせください。 

答（総合政策） シルバーからの委託を切りかえたという理由でございますが、

平成 27 年度まではシルバー人材センターに委託をしてございましたが、シルバ

ー人材センターに運送法の改正の関係で、28 年度からは委託を受けないという

申し出を受けましたので、28 年度から運送業者への委託に切りかえたところで

ございます。 

あと、広報、全世帯で不十分じゃないかというところでございますけれども、
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私どもの広報配布の考え方として、例えば一つの家で、二世帯分離している世

帯があれば、一部でよいという考え方もございます。例えば寮や施設において

も全員分は必要ないという考え方もございますので、必ずしも、全世帯分を印

刷して全世帯分配布をする必要がないんじゃないかというふうで考えておりま

す。また、紙の広報紙だけじゃなくてホームページや、平成 28 年１月からは i

広報という無料のアプリで、スマホから広報紙を見ることができる環境となっ

てございます。広報紙は町内会配布しておりますが、町内会に入っていなくて

も、広報紙が必要な方は公共施設やコンビニ、こういったところで入手可能で

あると考えております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 59 ページです。市役所本庁舎整備事業の関係で、１億 8,442 万 4,986

円あるんですが、この関係で建設はされて供用開始となったわけですが、多額

の費用をかけた割には、２カ所に分割というか、分断というか、非常に便利が

悪いという声もありますし、20 年で次がまだ決まっていないと。そのあたりを

どのようにされていくおつもりか、お示しください。 

答（行政） 20 年後につきましては、先の一般質問のほうでお答えしたとおり

でございますので、よろしくお願いいたします。 

あと、便利が悪いということでは２カ所。これはこれまで再編する前にも、

いきいき広場、福祉の窓口の一元化という中で、今回、本庁舎を整備するにあ

たって、改めてその再編というところの中で、こども未来部のほうがいきいき

に移ったというところでございますので、もともと２カ所ということには変わ

りはないんですけれども、そういったところで、利便性の向上といったところ

を図ったというところでございます。 

問（12） 今までの福祉はもちろんあったわけですが、今回は教育委員会やこ

ども未来部や、もう半分ぐらいが向こうに行っちゃったということなんですが

ね。そういう面で利便性を追求したということを言われますが、決してこれは

利便性の追求ではないと思うんです。 

それと 20 年後は、今まで言ってきたと言われましたが、15 年経ったところ

で協議するというふうになっていますが、そうしたところで 20 年過ぎて、あと
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10 年ちょっとで建物は使えないということも言われていますので、多額の費用

をかけてる割には、なかなか厳しいというか条件が悪いと言いますか、大変な

んですが。市役所っていうのは、市の顔でもありますし、それから公共施設は

特に長くもたさないとって考えるわけですが、刈谷や安城は 90 年ですか、今後

はもたせるっていうようなことを言っているくらいで、そういう面からいって

もちょっと問題があると思うんですが、その点ではどうお考えでしょうか。 

答（行政） 当然、今回はその公共施設総合管理計画の中の考え方の一つに、

長寿命化方針ということもございます。他市では、そういった何年というよう

な形で延命化を図るというような考え方をお示しになっておりますが、当市に

おきましては、この計画の中では 70 年を目途に進めるというところで、計画的

な保全というような形で進んでいきたいというようなことをお示しをしている

ところでございます。 

問（12） 70 年と言われますが、この建物は大和リースさんが、32 年と言われ

たか 36 年と言われたか、言われたんですが、それからいうと、もつ時間という

か年数が言われたんですが、それからいうと 70 年というのは、どこから出てく

るのかっていう気がするんですが、その点ではいかがでしょうか。 

答（行政） この 70 年につきましては、一般的に耐用年数というのは 60 年と

言われておるところでございます。そうしたところ、私どものほうの施設の状

況等踏まえまして、例えばこれが 80 年だとか 90 年、100 年、そこまで延ばす

ことができるかだとかというようなこともいろいろ検討した中で、70 年がいい

ところではないかというところでお示しをしたというところでございます。 

問（12） 公共施設を 70 年もたすっていうのは、それはそれでわかるんですが、

本庁舎は、大和リースのほうが最初に 36 年と言われたか 32 年と言われたか、

今ちょっとあれですが。そういうことを言われたわけで、だからそういうこと

からいっても、あとはどうするのかということを聞いているんです。お願いし

ます。 

答（総務部） 構造上、重量鉄骨でありますので、34 年というふうで答えられ

たと思います。いくつか御質問をいただきましたけれども、まず市の顔である

ということですけれども、確かに市役所は市の顔ではありますけれども、用途
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としては事務所になります。そうした中で市としては、事務所にお金をかける

よりも、学校は今後残すべき施設として地域のコミュニティの場として使って

いくという方針を定めておりますので、そちらのほうに財源を振り分けるため

に、この庁舎をリースにしたということが一つございます。 

あと、20 年後にこの庁舎がどうなるのかわからないので、非効率だというこ

とでございますけれども、まず提案を求めましたのは、この旧庁舎を耐震補強

して劣化改修をする。その場合に、旧庁舎が 20 年後使えるような計画をした場

合と比較をして、その費用で新しい庁舎が建設できるのであれば、費用対効果

としてあるのではないかということで、後者のほうを選択をいたしました。 

結果として、新庁舎は耐震構造が一類ということで、0.9 相当でございます。

旧庁舎は耐震改修をしても二類ということで、0.75 相当であったものが、一つ

大きな目的として、災害対策の拠点の整備が図られたということは、それは一

つの成果として表れているのではないかと思います。 

３点目の、庁舎が分庁舎化になって非効率になったということでございます

けれども、これは提案を求める中で、庁舎といきいき広場を一体として、どう

いう使い方をすれば行政の連携でありますとか、市民の利便性が向上するかを

含めて提案を求めたものでございます。いきいき広場は福祉の拠点でございま

したけれども、その中で子どもさんの視点に立った場合、福祉と教育、子育て

支援、そういったところの連携が図られるということで、それも一つの成果と

してございました。 

また、34 年もつものを 20 年で取り崩すということでございますけれども、

20 年後の使い方については、一定の時期を見て、市に有益な選択肢を協議をし

てまいることは、既にお答えをしたとおりでございます。 

委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開は 11 時 15 分。 

 

 休憩 午前 11 時 7 分 

 再開 午前 11 時 15 分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。２款の質疑を続けます。 
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問（12） 用途が、公共施設でも違うというようなお話をされましたが、市役

所は、やっぱり建てた以上は、長くもたせなきゃいけないところですし、ずっ

と事業そのものが続いていきますので、余計に大事なところだと思うんですが、

そういう意味では 34 年ですか、という業者のほうが出してきた数字が 34 年も

つという話ですが、その後も、どういうふうに 70 年、80 年というのは、どの

ようにされる予定なんでしょうか、お示しください。 

答（総務部） 初めに 34 年というのは、法律上の耐用年数と言うことで御理解

をいただきたいと思います。 

次に、市役所は事務所でありますけれども、公用施設という位置づけになり

ます。学校でありますとか公民館は公の施設と言いまして、広く市民の方の福

祉の向上に資するための施設であります。そういった市民福祉の向上に資する

施設に財源を振り向けたいということもありまして、この庁舎のリース方式を

採用いたしたところでございます。契約上は 20 年で一旦、更地にして戻すとい

うことになっておりますけれども、それは 20 年後の状況がどうなっているのか

わからない。自前で建ててしまうと、それは使い続けなければいけない。そう

いったところで柔軟な対応ができるように、そのような契約内容といたしたと

ころであります。 

委員長 ほかに。 

問（12） 次に移ります。60 ページ、２款１項 12 目、その中で、第６次高浜

市総合計画推進会議というのが出ていますが、この計画の中で二池町は、どの

ような計画になっているんでしょうか、お示しください。 

答（総合政策） 総合計画の中身でございますが、特に二池町をああしたいこ

うしたいという計画ではございませんので、御理解お願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（12） 64 ページ、２款１項 12 目、企画費の公共施設あり方計画推進事業

の関係ですが、高浜小学校整備事業の関係でお尋ねいたします。３回、説明会

を行ってきたという話がありましたが、1 回目は、ことし 1 月ですね。高小の

授業参観に合わせて、保護者説明会。参加者が 100 名くらい。30 分で、建設日

程だけ説明され、質疑は禁止と。ことし３月には、市民対象にシンポジウムが
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開催されて、市民は、高小の複合化の効果を知りたいのに、大学の講師陣で定

性的な説明がありました。当日は質疑禁止と。事前に質問を受け付けて、要す

るに回答する側は選択回答と。さらに回答を講師陣にお任せと。施設建設も、

施設の説明も市は、建設業者や大学の先生に丸投げでは、無責任ではないかと

思います。そのあとことしの５月に高浜小学校区の４歳、５歳児の保護者限定

であったようですが、市民の１％に説明だけでは、不十分だと思うんですね。

これ特に、今後の小学校のモデル事業としてやるということですので、その点

でのお答えをお願いします。 

答（学校経営） 説明会の話を先ほど内藤委員がされましたが、まず訂正をさ

せていただきたいんですが、１月の時点の保護者説明会では、ただいま 100 名

程度と申されましたが、学校のほうに確認したところ、300 名以上は保護者が

参加されているということでございます。それから、こちらのほうも一般質問

のときに答弁させていただいておるんですが、高浜小学校等整備事業と申しま

しても、やはり小学校部分が一番大きな要素を占めるものだと考えておりまし

て、小学校部分は、子供さんたちが１日の大半を過ごす生活の場所ともなって

おります。そういった意味でも、保護者の皆様に十分に説明をしていきたいと

いう教育委員会の思いがありまして、保護者説明会を今年に入って３回開催さ

せていただいております。 

また、そのほかの小学校以外の機能部分につきましても、利用者の観点から

より良い、使い勝手のいい施設を目指したいということで、各グループが中心

となりまして、４月以降何度も利用者に集まっていただき、担当グループ、事

業者も交えながら、話し合いを行って、現在、設計段階に入っているというこ

とでございますので、御理解お願いしたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（12） 小学校がやっぱり重点だと。小学校は、小学校に関係する方たちが、

１番心配してみえるというか、そういうことだからという話なんですが、それ

では体育館は、中央公民館の機能を移転するという話で始まってるわけですが、

そういう、どこから集まっても、市内全域というか、市外からも集まってみえ

ると思うんですが、そういう体育館のほうは後回しというか、そんなふうで説
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明会が進められていては、やっぱり市民の方は、満足しない、不満だと思うん

ですね。そういう点では説明をもう少しきちんと、300 名、見えたと今言われ

ましたが、それにしても、まだまだ説明が足らないと思うんですが、そういう

点ではどのようにお考えなんでしょうか。 

答（総務部） 複合化をされます施設の利用者の方への説明でございますけれ

ども、そこには当然利用者がいらっしゃいますので、代替施設を明確にして、

活動にふさわしい施設や場所はどこか、利用者や利用団体の方の利便性の低下

を極力少なくできるように、施設所管グループが中心となって御説明をいたし

ているところでございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 次に移ります。65 ページの広域行政推進事業ですが、名鉄三河線複

線化促進期成同盟会負担金、１万円となっていますが、これは、どのような進

捗状況になってるのか、ということと、リニア中央新幹線建設促進愛知県期成

同盟会負担金が 6,000 円出ていますが、リニアっていうのは今、大変大きな問

題になっていて、９兆円も費用がかかるっていうのに、ＪＲの仕事っていいな

がら、国家的事業っていうようなふうになっていて、アルプスの地下水とめる

だとか、地下水が切れてしまうとか、心配されているんですね。春日井では亜

炭鉱を掘った跡が大きな空洞になってて、そこも通るので事故が心配されると

か。トンネルが通る地元では、説明も不十分、問題だらけだと。そんな大型事

業に負担金を出していては問題だと思うんですが、その点でお示しください。 

答（総合政策） まず、名鉄三河線複線化促進期成同盟会の負担金でございま

すが、活動状況等を報告させていただきます。複線化に対しての名鉄への要望

会、また、名鉄ハイキングへの情報提供、商工会等の団体による三河線の活性

化、２年ごとに名鉄利用促進イベントを今、行ってございます。まだ複線化の

実現にはいたりませんが、こうした要望会を引き続き活動してまいりたいと思

っております。 

続きましてリニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会でございますけれ

ども、リニアの開業が東海地方にもたらす影響、いわゆるリニアインパクトに

つきましては、このモノづくり企業が集積します、高浜を含めた三河地方にと
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っても、リニアが完成すれば、ビジネス交流の活性化、地域経済の活性化が図

られると考えることから、引き続き、愛知県と県下市町村、経済界と連携して

こういった促進を図ってまいりたいと考えております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 81 ページ、２款２項１目、賦課徴収費の関係で、これ、ほかにもあ

るんですが、窓口業務委託が 1,491 万 858 円になってますが、総合サービスに

委託をしているものですが、これはもともとプライバシーにかかわる問題で、

公務員として行うべきもので、それに市民の声を聞きながらといいますか、つ

かみながら行うべきものだと思うんです。そういう面では、窓口業務、総合サ

ービスへの委託を中止して、市の公務員として行うべきものだと思うんですが、

その点ではどうかと。 

それから、82 ページの賦課徴収費の負担金で、西三河地方税滞納整理機構負

担金が 52 万円出てますが、先ほどもちょっと質問がありましたが、ちょっと違

う意味でも、西三河地方税滞納整理機構から出る必要があるんじゃないかとい

うことと、市民が分納といいますか、市役所に相談で見えたときに、月に 10

万円出してほしいと言われたそうですが、とても無理だと。６万円、７万円で

もいっぱいなんだけどと言ったら、回数がかかり過ぎるから月に 10 万円で払っ

てほしいと言われたそうです。市民は、親子心中しろっていうことですかって

言ったら、そういうことだって言われたそうです。市の職員がそんなこと言う

っていうのは、本当に。 

委員長 内藤委員。決算に対する審査でありますので、これを踏まえて、質疑

のほうをお願いいたします。 

問（12） もっと市民の生活に寄り添って解決していくべきだと思うんですが、

その点での意見をお聞きします。 

答（税務） まず、高浜市総合サービス株式会社の窓口委託の件でございます

が、現在、委託をしている範囲というのは、総務省にお示しいただきました委

託の範囲内で行っておりますので、法的になんら問題はないというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、西三河滞納整理機構のほうの脱退すべきではないかというよう
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なことでございますが、実際、ここは財産処分を主たる目的とはしておるわけ

ではございますが、その中身を見ますと、実は実際に強制執行したものという

のはほとんどなくて、ほとんどが自主納付に応じていただいた方ばかりでござ

います。9,200 万円のうちのほとんどが、自主納付に動いていただいた。それ

はなぜかと申しますと、実は延滞金等々を計算しますと、当然その方の生活の

ほうが成り立っていかなくなる。その場合に、当然競売という形になります。

これは銀行さんでも所でも同じなんですが、この場合にどちらがその方にとっ

て一番有利なのか、少し厳しく感じられる方もみえますが、理路整然とその数

字を並べ立ててやったときに、結果として、自主納付というか、自己で売却を

して充てたほうが、結局得だよって判断される方ばかりでございます。また、

先ほどの電話のやりとりでございますが、滞納整理機構のほうでは録音してご

ざいまして、その内容で逐一確認させていただいておることでございますので、

そのような一家心中をしろというような事実というのは、一切ないと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

問（12） 滞納整理機構の関係で言ったんですが、それを言ったのは、市の職

員だということです。そんなこと言うっていうのは、本当に言語道断だと思う

んですが、その点。 

答（税務） 申し訳ございませんが、市の職員がそのような発言をしたという

ことでございますが、また後ほど教えていただければと思いますが、そのよう

な発言をする職員は一人もおりませんので、よろしくお願いします。 

問（12） 先ほどの市の職員の件ですが、その方、緊張してというのか、市の

職員の名前まで覚えていなかったそうです。 

ページ 86、２款３項１目、いきいき広場出張所事業ですが、これ、いきいき

広場で行き会った方が、こっちのほうが早く用事が済むと言われた方がいるん

ですね。本庁舎では駐車場もないしということで、駐車場の整備はいつごろ終

わるのかということをお聞きしたいと思います。 

答（行政） 28 年度決算ということでございますが、予定としては、来年３月

を予定しております。 

委員長 ほかに。 
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問（16） ページ数で言いますと 71 ページですけれども、２款１項 16 目、１

の防犯灯施設事業で、防犯カメラ新設ということで、１基上がっておりますけ

れども、今現在、市内で設置した数はどれぐらいになるのか。 

それからどこへ設置されたのか、お伺いしたいと思います。 

答（都市防災） 防犯カメラの設置状況に関する御質問でございますが、平成

27 年度、平成 28 年度、２カ年にわたって設置をしております。あわせまして

現在６基がついておる状況となっておりまして、主に駅前のロータリーが中心

となっております。また、本年度の話になりますが、４基ほどの防犯カメラの

設置を予定しておる状況でございます。以上でございます。 

問（16） 駅前のロータリーということで、最大限効果が上がるのかなという

ふうに考えますけれども、この防犯カメラの１基当たりの金額というのは、い

くらぐらいになるのか。それからいろいろレベルがあると思いますけれども、

どれぐらいの機能を備えているのか。それから維持管理については、どういう

ふうに行っていかれるのか。 

答（都市防災） 防犯カメラの機能につきましては、ランクがいろいろござい

まして、本市で設置しておりますのはポールを立てまして、ＳＤカードを入れ

て録画するタイプになりますが、１基あたり 40 万円、50 万円というものを設

置しております。 

それで、維持管理の部分でございますが、週１回、現地のほうを回りまして、

いたずら等のそういった実例がないか、そういったところを現地確認を行って、

適正管理をしておるという状況でございます。 

問（16） これは、市民からの要望をいただいて、市が協議した結果、ここへ

設置するのが効果的じゃないかという判断なのか。その判断基準というか設置

基準みたいなものはありますでしょうか。 

答（都市防災） 防犯カメラの設置に至った経緯の部分でございますが、駅前

につけましたロータリーにつきましては、過去に特に深夜帯に女性を狙った被

害が起こったというところを踏まえまして、設置した経緯がございます。その

後、本年度設置するカメラ等につきましては、町内会の防犯部長さんですとか、

まちづくり協議会、あと警察等で構成されます防犯ネットワーク会議という組
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織がございまして、そこの中で警察の御意見も聞きながら、地域の意見も聞き

ながら設置場所を決めたという状況でございます。 

問（16） もう一つ、40 万円、50 万円で結構金額も大きいわけですけれども、

高浜市はようやく６基ということですけれども、他市に比較するとまだまだよ

うやく始まったばかりですけれども、こういった方向で防犯対策も今後進めて

いかれるおつもりなのか、そこら辺聞いておきたいと思います。 

答（都市防災） 今後の方向性でございますが、防犯カメラ、それ以外の防犯

対策もさまざまございます。そういった部分を総括的に見ながら、先ほど申し

ました、防犯ネットワーク会議が設置されておりますので、そこの中で、その

都度いろんな御意見を出しながら、市民の皆さんの御意見を伺いながら、警察

の御意見を伺いながら、総合的に判断してまいりたいと思っております。以上

でございます。 

問（16） 総合的に判断されてということですので、その方向でよろしいかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

もう１点、74 ページ、２款１項 18 目、備蓄品の購入ですけれども、ここに

一覧表が数量等書いてありますけれども、アルファ米から災害救助用の毛布ま

でということで、これは市内全体では数量がどれくらいになったのか、お示し

いただきたいと思います。 

答（都市防災） 県から示されました被害想定を踏まえまして、目標値といた

しましては、アルファ米、食糧でありますが、２万 2,000 食を目標値としてお

ります。以上でございます。 

問（16） それはアルファ米ですけれども、一応、備蓄品としてここに一覧表

がありますけれども、数量。一応、このそれぞれの数量についてお伺いしたい

と思います。 

答（都市防災） 主要成果にございます項目の目標値について順番に申し上げ

ます。アルファ米 100 グラム、アレルギー対応を含めまして２万 2,000 食、そ

れからはんぶん米、人工透析が 2,000 食、それから缶パンが 3,000 食、クラッ

カーが 1 万 1,000 枚、飲料水が 2 万 2,000 リットル、災害用毛布が 5,500 枚と

いう目標に向かって、計画を立てて購入をしている状況でございます。 
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問（16） 計画を立てて、毎年予算計上して、この目標に向かっているという

ことですけれども、今現在、この目標に対しての全体の数量というのはどれぐ

らいになりますでしょうか。 

答（都市防災） 今、申しました食糧と飲料水につきましては、目標値に達し

ている状況になっております。毛布につきましては、現在 2,670 枚が整備され

ている状況でございますので、約半分という状況でございます。以上でござい

ます。 

問（16） 下の福祉避難所ですけれども、これは福祉避難所も数がふえたとい

うことで、積極的に取り組んでくださっておりますので、一定の評価をさせて

いただきますけれども、福祉避難所もこれ目標値っていうのはあるんでしょう

か。 

答（地域福祉） 福祉避難所として協定を締結させていただくに当たりまして

は、10 名の方が福祉避難所に避難できるという、ある意味条件が必要となって

きております。高浜市内で福祉避難所として締結できる施設とは、全て協定を

させていただいておるというような状況です。今後、こういった条件に合った

ような施設ができるような場合につきましては、協議のほうを進めていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員長 ほかに。 

問（12） 45 ページの２款 1 項３目、地域内分権推進事業の関係ですが、これ

は各まちづくり協議会に交付されていると思うんですが、要するに、使わなか

った交付金の残金といいますか、そういう場合はどのようになっているのか、

お示しください。 

答（総合政策 主幹） 地域内分権推進事業交付金につきましては、従来市が

行っておりました業務を、仕事としてまちづくり協議会に交付をしております

ので、地域内分権推進事業交付金につきましては、残金の返金は求めておりま

せん。しかしながら、市民予算枠事業交付金につきましては、不用額は返還を

いただいているというところになっております。よろしくお願いします。 

問（12） 残金を求めていないということなんですが、そうすると、ことしの

仕事が終わったと、次の年にっていうときに、それはどういうふうになるんで
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しょうか。残金がこれだけあるからっていうことで、その仕事をやるという予

定があればまたそれにつける。やる予定がなかったり、仕事が、100 万円なら

100 万円のお金が使わなかった、半分で済んだっていうようなときに、扱いは

どのようになるんでしょうか。 

答（総合政策 主幹） 地域内分権推進事業交付金につきましては、毎年度、

その事業をまた来年度も受けるかどうかというのは、毎年調査をして、その仕

事を受けるということであれば、毎年度金額を交付するということにしており

ます。 

残金につきましては、地域内分権推進事業交付金のほうで、地域の努力、汗

をかいて、金額が少なくて済んだというものにつきましては、ほかにこんなこ

とをやりたいといった事業に振り充てたりというような形、そういったものが

なければ、繰り越しというような形で出ているという形になっております。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、２款、総務費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

３款 民生費 

委員長 質疑を許します。 

問（９） 主要成果の 99 ページ、福祉避難所の開設及び運営に関する協定の締

結についてで、１法人、２事業所と協定を締結したとありますが、現在までに

どのぐらいの協定を締結しているのか。 

また、他市と比較して多いのか少ないのか。 

また、次に今後も協定を締結していく予定があるのかをお聞きします。 

答（地域福祉） 福祉避難所につきまして、３点ほど、今質問がございました。

まず 1 点目の福祉避難所として締結した数ということでございますが、平成 29
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年９月現在で６法人 13 施設でございます。 

また、他市との比較ということでございますが、近隣市の状況を見ますと、

平成 28 年 10 月末現在の状況でありますが、碧南市で７施設、刈谷市が８施設、

安城市８施設、知立市８施設でありまして、５市の中では、最も多く締結をし

ているという状況でございます。 

今後の協定の締結のお話でございますが、先ほど小野田委員の質問にお答え

させていただいたとおり、今後新たに福祉施設が建設される場合、条件がそれ

に合致しているというようなことでありましたら、その都度、実施主体と協議

していきたいというふうに考えております。 

問（９） あと、近隣市の中で、協定の締結が多いとのことですが、今後の新

しい福祉施設の建設の際には、ぜひ声かけを行っていただきたいと思います。

また、協定済みの福祉施設は、災害時に備え、福祉避難所として機能するよう、

あらかじめ準備をしておく必要があると思いますが、このことについて、考え

をお願いいたします。 

答（地域福祉） 福祉避難所の準備状況ということでございますが、先ほどの

ところでもありましたとおり、必要な物資、資材につきましては、市から提供

させていただいております。また、それに加えまして、昨年度から定期的な会

議の場を設けておりまして、その結果、本年度 10 月を目途に「福祉避難所運営

マニュアル」を基にしました、福祉避難所開設の机上訓練を行うという予定で

ございます。 

問（９） 次に、主要成果の 122 ページ、学習等支援事業「ステップ」につい

てお聞きします。高浜市において学習支援事業、県内でも早くから取り組まれ

てきましたが、現在の学習支援事業の県内での状況、また、高浜市の学習支援

事業の特長をお聞きします。 

答（地域福祉） 学習支援事業の県内での状況でございますが、高浜市が取り

組みを始めました、平成 27 年度におきましては、11 の市で実施されておりま

したが、平成 29 年４月１日現在では、23 の市で実施されております。 

高浜市の事業の特長ということでございますが、こちらの学習支援事業につ

きましては、生徒の習熟度に合わせた個別指導を実施しているということのほ
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かに、体験活動やキャリア教育の実践を通し、生徒の将来を描くことができる

ような支援を行っております。また、ボランティアによる昼食の提供を行って

おりまして、食を通して、子供たちの支援を行っているというところでござい

ます。 

問（９） 次に、高浜市の学習支援において、食事の提供を行うことにより、

子供たちが地域の中で自分たちをサポートしてくれている人がいるということ

を実感していると思います。また、キャリア教育を実施する上で、単に学習支

援を行うだけでなく、将来、社会に出ていくための支援がなされているものと

理解しています。 

成果を見ると年間 36 人の利用決定があり、１回当たりの参加者が 15 人ほど

であるようです。貧困家庭の子供の学力を上げることも重要と考えますが、加

えて子供たちの社会的自立に向けての支援をすべきものと考えますが、当局の

考えをお聞きします。 

答（地域福祉） 委員おっしゃるとおり、学習支援事業の目的につきましては、

貧困の連鎖を防止し、子供たちを社会的自立に向けて支援していくことにある

というふうに考えています。高浜市こども貧困対策会議におきましても、施策

の方向性といたしまして、子供たちの社会的自立が重要であるという意見をい

ただいております。 

社会的自立の第一歩は就職でありまして、就職に向けては、高校卒業の資格

があることがより有利となります。このことから、高校進学の支援、高校中退

防止を行っていくことが本事業の目的の１つであるというふうに言えます。平

成 28 年度におきましては、中学３年生の９名の参加生徒が全て希望の進路に進

んでおります。１名の方は就職を希望しておって、就職をしております。こう

した中、社会的自立に向け、一定の成果があったものというふうに考えており

ます。 

問（９） あと、それに関連して、この主要新規の部分で、事業の運営をＮＰ

Ｏ法人アスクネットに委託となっていますが、この部分のボランティアとして

の大学生及び地域団体として、おのおの何人ぐらいが関係してみえるかを、わ

かればお願いします。 
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答（地域福祉） アスクネットさんのほうに、私ども委託をさせていただいて

おりまして、ボランティアさんにつきましては、このアスクネットさんのほう

で募集をかけております。30 名ほどのボランティアさんがいるというふうに聞

いておりますが、１回当たり、こちらの支援のほうに参加していただいていた

だいておるボランティアさんは、７名から８名の方でございます。 

問（９） 今、７名から８名、この大学生とか地域の団体さんの、おのおのの

振り分けというのはわからないですか。 

答（地域福祉） 学習の支援につきましては、アスクネットさんのほうでボラ

ンティアさんのほうを集めていただいておるということでございます。また、

昼食の支援等で、地域のボランティア団体さんに協力をいただいているという

ところでございます。 

問（９） 次に、主要成果の 134 ページ、保育園管理運営事業、民間保育所運

営費委託料と扶助料についてですけれども、ここの部分で、市外施設入所状況

とありますが、これはどのような利用かお聞きします。 

答（こども育成） これは、本市に住所がございます方で、例えば里帰り出産

に伴う市外施設の利用だとか、市内の保育所等で、時間帯が対応できないよう

な事業所にお勤めになられるような方の事業所内保育の利用の希望がございま

したので、事業所内保育等の施設に対しまして、委託等をいたしまして、高浜

市がその費用を負担をしたというような格好でございます。 

問（９） 続いて、主要成果の 136 ページ、保育園管理運営事業の保育所等業

務効率化推進費補助金についてですが、これはどのような内容のものであって、

どのような効果があったのかお聞きします。 

答（こども育成） こちらは、平成 27 年度の国の補正予算で事業化をされたも

のでございまして、民間保育所などで保育士の業務負担の軽減を図るＩＣＴ化

促進のための保育業務支援システムを導入するための補助金で、市内施設では

認定こども園翼幼保園が導入をされました。 

具体的には書類作成等の業務ソフト導入、それから、ハード機器の納入のた

めの費用でございます。園児の出欠を登園降園時に、保護者がタブレットでタ

ッチをして登録することで、出席簿のデータが作成されたり、保育の記録を決
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められたフォーマットで入力するといったようなことができまして、業務の効

率化が図られ、職員の負担軽減につながったと聞いております。 

問（９） 続いて、141 ページのひとり親家庭等生活支援事業についてお聞き

します。ひとり親世帯の子供を対象とした学習支援は、平成 28 年度から他市に

先駆けてスタートしていますが、主要・新規事業等の概要の 26 ページのアンケ

ート結果にもあるように、子供たちや保護者からの声にしっかりと反映されて

おり、学習習慣や社会性といった点については、着実に身に付いてきていると

評価いたしております。 

また、まち協を初めとした地域の方々や、高浜高校の生徒を初めとした学生

サポーターとの交流は、これからの地域生活において大きな財産になっている

と思っています。そこで、子供たちの身近な存在である学校の先生たちが、子

供たちの成長をどのように捉えているのか、もし、先生たちの声を伺っていれ

ばお聞きします。 

答（介護保険・障がい） 先生たちからの声ということでございますが、先生

からは、「宿題や持ち物を忘れることが改善されてきた」、「本読みをやってくる

ようになった」といった学習面のほか、「笑顔がふえ、話しかければ返事ができ

るようになった」といった生活面でも良い影響が出ているといった声をいただ

いております。 

委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

 

休憩 午前 11 時 56 分 

 再開 午後 0 時 57 分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

３款、民生費について質疑を続けます。 

問（９） 午前中のひとり親家庭等生活支援事業の続きですけれども、早くか

らこの事業に取り組み、成果を出していることは評価できますので、今後も引

き続き実施していただきたいと思います。 

また、今後の実施に当たっては、これまでのようにひとり親世帯や生活困窮



37 

世帯といった対象に分けるのではなく、真に支援が必要な子供を対象として、

将来にわたって切れ目のない学習支援を行っていくことが必要ではないかと考

えていますが、今後の子供の学習支援に対する考えをお聞きします。 

答（介護保険・障がい） 議員おっしゃるとおり、一人の子供をトータル的な

視点で捉え、小学校から中学校、中学校から高校へと切れ目のない学習支援を

提供していくことは必要であり、重要であると考えております。 

今後は対象に捉われず、支援が必要な子供たちを対象とした学習支援の仕組

みの構築に向けて検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

問（９） 続いて、主要施策の 145 ページ、放課後児童健全育成事業、放課後

児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金について、これはどのような内容で、

どのような効果があったか、お聞きします。 

答（こども育成） こちらは、市内の児童クラブがＩＣＴ化推進のためのハー

ド機器の購入に対する補助金でございます。具体的には児童クラブで事務に使

用するパソコン等を購入しております。各児童クラブでの主な効果としまして

は、パソコン不足が解消され、これまでよりも事務効果が上がったことが挙げ

られます。現場の声としましては、行事や事務連絡等の業務が円滑になり、職

員間の共通理解もスピーディーになったり、パソコンの利用が重複することが

減り、事務がスムーズに行えるようになったなどと聞いております。 

問（９） 最後に、主要施策の 146 ページ、子育て推進事業、こども食育推進

事業のたかはま食育フェスタについて、これはどのような内容で、どのような

効果があったか、お伺いします。 

答（こども育成） 高浜市こども食育推進協議会発足 10 周年を記念いたしまし

て、食育月間の食育の日であります平成 28 年６月 19 日の日曜日を中心に、た

かはま食育フェスタを開催いたしました。19 日には、中央公民館をメイン会場

に、「記念式典」、小学生の調理コンテストであります「たのしい朝食甲子園」、

食育劇の「カワラッキー劇場」を開催するとともに、６月 11 日から 26 日まで

の期間では、サテライト企画として飲食店や企業等の協力を得て、食育体験等

のスタンプラリーを実施いたしました。 
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メイン会場には、約 1,200 人の来場があり、食を通じて親子や地域と交流を

する中で、「食」を見直す機会としていただき、今後の開催を期待する声も多数

聞かれたところでございます。 

フェスタ開催に伴いまして、食育協力隊カワラッキーフレンズの登録は 31

団体増加し、70 団体になったことに加え、実行委員会に対して、御協賛いただ

いた事業所等は 114カ所で、当日や準備に御協力いただいたボランティアは 152

人であり、市内の事業所等への食育啓発にもつながりました。 

 今後も、20 周年に向けて、地道な取り組みを継続し、多くの皆さんの御理解

と御支援をいただきながら、子供が健康的で豊かな食生活を送る力を身につけ

られる支援をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（７） ２点ほどお伺いします。97 ページの工事請負費。空調機器等更新工

事で、予算の半額ぐらいで実際、空調の工事が終わっておるんですけれども、

要するに、ガスで多分やると思っておるんですけれども、そこら辺の予算をつ

くるときの規格だとか、それから実際に稼働されて、光熱費等の変化があった

かどうかのその一つと。 

あと 114 ページ、養護老人ホーム高浜安立の補助なんですけれども、きのう

現場を見させていただいたんですけれども、かなり施設も広くなって、皆さん

喜んでおるとは思うんですけれども、そういった利用者の声等やなんかはお聞

きしておるのか、そこら辺のことを少しお聞きしたいと思います。 

答（地域福祉） まず１点、主要成果説明書の 97 ページの工事費なんですが、

こちら東邦ガスさんのほうが、ガスと電気の併用ということで提案を受けてお

りますが、実際、提案の中身を見ますと、価格的には私どものほうの予算で上

げさせていただいた価格と余り変わりはないんですが、東邦ガスさんのほうで

値引きをしておる部分、これがかなり大きかったということで、結果として工

事費が落ちておるというような状況です。 

また、このことによります効果でございますが、主要・新規事業の概要のと

ころの 19 ページをごらんいただきますと、1 番下の欄の成果で、光熱水費が前

年比で 272 万円ほど、こちらのほうが前年比で減となっていると、これ 12 月か



39 

らの結果ですので、1 年間を通じるともっと光熱水費で効果があるんだろうな

というふうに推測しております。 

また、修繕にかかるコストも、今後、この工事によって減ってくるんだろう

なと想定をしております。以上です。 

答（福祉まるごと相談） 施設が新しくなりまして、２人部屋の解消、また、

段差の解消、あと狭い廊下が解消されたということで、入所者の方からは、随

分いいお言葉をいただいておりまして、例えば２人部屋のときはどうしても相

手に気を遣うことがあったが、今はその必要がなくなったということを聞いて

おります。 

また、自分の時間を持てるようになったということで、個室化・ユニット化

に対して、歓迎の声をたくさんいただいているところであります。以上でござ

います。 

委員長 ほかに。 

問（８） それでは主要施策成果の 113 ページ、３款１項５目、高齢者等生活

支援事業の中の配食サービス事業についてお伺いしたいんですけれども、これ

つくった当初の狙いって一体なんなんでしょうか。まず、その点だけ。 

答（福祉まるごと相談） つくった当初は、食の確保という面を第一に考えて、

行われたと聞いております。 

問（８） 当初は、そういう宅配で給食を配ってくれる業者さんいなかったと

思うんですけれども、今状況が変わってきていると思うんですけれども、その

中でこれ継続している意味って、何があるんですか。 

答（福祉まるごと相談） 確かに民間事業者の参入が大分ふえてきておりまし

て、実は配食数もかなり減ってきております。28 年度では 1 万 2,600 食ほど提

供していますが、27 年度は１万 5,600 食ほどありましたというのが、今言われ

たとおり、民間へ流れている事情もありますが、あと残っている方は、本当に

生活的に厳しいなど、福祉サービス支援を必要としており、その支援の一環と

して配食事業を実施しているところであります。 

問（８） 基本的にそういう方たちについては、また別の形で支援されてると

思うんですけれども。何か、こうやって個別にある事業に対して支援するよう
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な形で始められちゃうと、そういう面で見ると、全体が見えなくなってくるん

ですけれども。個別にこういう形、要は水道のところ、家賃がどうのこうのだ

とか、そういう形って、本当にこちらも見える形になるんですか。生活ってい

う水準でも確かにわかるんですけれども、本当にそれが、意味があるかどうか

っていうことをお伺いしたいんですけれども。 

答（福祉まるごと相談） 食の確保だけを目的とする場合もありますが、民間

事業者を利用することで、生活が厳しい状況になることもありますので、セー

フティーネットとしての機能も配食事業の重要な役割だと思っており、今後も

続けていく必要があるというふうに自分は考えております。 

問（８） 続けていく意味っていうのが理解できないんですけれども。以前か

ら言っているように、当初、そういうことをやる業者さんがいなくて、公的機

関が事業として成り立つということを示す、これは、公的機関としての役割だ

と思うんですけれども、民間が入ってきたときに、逆に言うと税を投入してそ

ういう事業しているということは、民間を圧迫しているという話にしか見えな

いんで、本当にやっている意味があるかっていうのを、こちらが理解できるよ

うに説明いただきたいんですけれども。 

答（福祉部） 今おっしゃいましたように、実は食の確保に合わせて、地域の

見守り体制の確保というのが大きい内容で、創設時にありました。それで民間

の事業者さん、そしてコンビニの宅配サービスが出てきたということで、やは

り、そういった意味では新しい担い手ができてきたということは、これはそれ

で事実であります。 

しかし、一方で、こうした地域の見守りというのは、たまたま配食は一つや

っていますが、配食だけやればいいというものでは決してありません。いろい

ろ多くの地域の視点というのが必要になってくるということで、私ども配食サ

ービスは続けておりますが、今言ったように食数も減ってきたということで、

これはやはり民間事業者と競合するのではなくて、共同して見守りをしていく

姿勢で、これからも続けていきたい。地域の見守りという形、生活支援という

形で、これは続けていきたいと、このように考えております。 

問（８） 今、見守りというお話されましたけれども、じゃあお伺いしますけ
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れども、高浜市内で見守りが必要な人がどれぐらいみえて、逆にそれを見守っ

ている、要は給食の宅配サービスだけじゃなくて、新聞配達ですとか、いろい

ろなところで見守っておられますよね、何％カバーされていますか。 

答（福祉部） こういう言い方がどうなのかわかりませんが、単身高齢者の世

帯が実数として 800 世帯ぐらい、高齢者のみ世帯が 1,000 世帯ぐらいというよ

うな状況の中で、これは見守りが必要な人っていうのは、その数とは、別にイ

コールになってくるわけではありません。 

やはり、それは個人の状況によって見守りが必要な人がいるわけなので、何

人の人が必要だよっていうような数字が大切ではなくて、その人たちがしっか

り見守られていることが、私は大切なのかなと思っていますので、やはりそこ

は重層的な見守り、今言われた新聞の見守りもすればいいというだけではなく

て、配食も新聞もヤクルトも一緒に見守るというような、地域の中で見守りが

構築できればいいなと思っております。 

問（８） 言っている意味が違っていて、一つの 800 世帯があって、800 世帯

の中で複数の見守りが入っている。これが全部を網羅してるかどうかというこ

とをお伺いしてるんで。 

答（福祉部） それは、その人によって、やはり違います。違いますというこ

とだけお伝えさせていただきます。 

問（８） だから、見守りっていう面で言うとね、これ申しわけないけれども、

全てを見守るという中で、網羅できてるかどうかっていう管理の仕方じゃなく

て、ただ単にドゥー、アクション、これもこういう形で使いましょうとやられ

ているだけなんで、そこではやっぱり意味をなさないというふうにしか理解で

きないんですけれども。 

答（福祉部） 一番いいトータル的な見守りっていうのは、今私どもが行って

いるＬＳＡと言われる、県営住宅の中で 24 時間見守りというということが、そ

れが一番正確な見守りなのかなと思いますが、やはりそれだけでカバーできな

いという部分は、やはり地域の中で、そうした完璧ではないにしても、それぞ

れの主体が見守りができる、高齢者の見守りも含めて、地域の中で、全ては網

羅はできませんけれども、見守っていければいいなと考えております。 
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問（８） これ以上やっても無駄なんでやめますけど、基本的に考え方、事業

としての目的、これが達成したら、すり替えていっちゃうとずっと残っちゃう

んで。やり方、やっぱり基本的に検討いただきたいなというのがお願いになり

ます。 

それと続きまして 142 ページ、３款２項３目、民生費の児童の家庭支援費、

学習支援というのが入っています。先ほど、９番議員のところでいろいろお話

が出ていましたけれども、成果って何になるんですかね。要は貧困の連鎖を断

っていく、これはわかるんですけれども、結果的によくわからないんですけれ

ども、時代背景も違って、それかもしれないんですけれども、学校の授業で、

ここで足りない部分って一体何があるんですか。それがよくわからないんです

けれども。 

答（介護保険・障がい 主幹） ひとり親家庭ということで、今支援をさせて

いただいておりますが、やはり、ひとり親ということで、コミュニケーション

だとか、あとは学校の勉強にも、親御さんが勉強を教えるような時間もちょっ

と多少少ないので、授業にもついていけないようなところがあると。あとはや

はり生活面でも不規則な面があるといった形で、そういった面を支えていくと、

市全体として支えていくということで事業を行っております。 

問（８） 成果って、これ主要施策の成果ですよね。成果というのは何で見る

んですか。 

答（介護保険・障がい 主幹） 成果といたしましては、先ほどアンケートの

話が、答弁ございましたけれども、教師であるとか親御さんから、忘れ物が減

ったであるとか、宿題をきちんとやるようになったとか、そういうような形で

の声が上がってきております。 

問（８） 成果というより、しつけができるようになったというふうにしか聞

こえないんで、そういうことなんですよね。そういう理解でいいんですよね。

しつけができるようになったと、そうやって書いてもらったほうがわかりいい

んだけれども。 

続きまして家庭的保育推進事業、隣りの 143 ページのところになります。こ

れって、保育園に行けない子供だとか、いろいろ事情があって家庭的保育やら
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れていると思うんですけれども、一般的に保育園に行けない子がこっちに行っ

て、最初から行ってる子もいるとは思うんですけれども、１人当たりの市が、

要は、園児にかけるコストというのは、家庭的保育のほうが高いのか、保育園

のほうが高いのか、そういう目っていうのは、何かデータで示していただくこ

とはできますか。 

答（こども育成） 今、数字のデータとしては持ち合わせがございませんので、

今ここでお示しすることできませんけれども、一つ、実際の運営に関わる部分

でまいりますと、保育園は、施設を持って運営しておりますので、その部分の

建物の維持管理費も含めた費用負担が当然大規模に必要になっております。 

家庭的保育、我々、高浜でやっているものについては、施設を自前で持たず

に皆さんやっておりますので、そこの部分についての費用負担というのは、運

営者側としては抑えられているというのが実際のところではありますけれども、

その違いが一つ大きいんですが、国の制度としましては、保育園でありますと

公定価格の単価が決まっておりますので、年齢に合わせたもので、家庭的保育

も家庭的保育としての単価がございますので、そこの差はどうしても出てきま

す。 

３歳以上児は、どちらかというと単価が小さくなって、人数もたくさん見れ

るようになりますけれども、家庭的保育は１人あたりの、低年齢ということで、

単価はどちらかというと高い設定にはなっております。 

問（８） こういう形っていうのは、待機児童、現状でも出てるじゃないです

か。出てる年齢っていうのは未満児。家庭的保育がカバーするのが３歳以上で

したっけ、未満児ですよね。そういう面でいうと、ここを充実させてもらった

ほうが、待機児童対策として早いと思って見ているんですけれども、そういう

考えでよろしいんですか。 

答（こども育成） 家庭的保育をふやしていくことが、待機児童対策に効果的

なんじゃないかという御質問だと思います。実際に、そういった面もございま

す。先ほどおっしゃられたように、最初から家庭的保育を選んで入られる方も

いらっしゃいますが、当然、中には保育園を第１希望でされて、保育園が空い

てないというところの中で、家庭的保育を選ばれる方もいらっしゃいます。 
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なかなか難しいのが、家庭的保育を利用される方で、御兄弟がいらっしゃる

方ですと、２カ所の送迎が発生したりだとか、そういった面での保護者の方の

負担が出てくる面がありますというのと、現在、高浜でやっております家庭的

保育は、保育園よりも開所時間が短い部分がございますので、そこで少し、今、

選ばれにくいような状況はあるのかなという理解はしておりますけれども、こ

の家庭的保育は、このあとも引き続きふやしていけるように、人材育成も引き

続きやってございますので、そういった方法も、選択肢の一つとして進めてま

いります。 

問（８） それと 145 ページ、放課後児童健全育成事業、３款２項３目、一番

下の（３）のところに、ＩＣＴ化推進のためのハード機器購入費、ＩＣＴ化推

進っていうのは、先ほどからね、業務効率化のために入れてるというお話され

ているんですけれども、具体的に何でこれじゃないとやれないのかというのが

理解できない。要は、パソコンでどうしてできないのかなと。パソコンってな

いんですか、ここ、こういうところ。 

答（こども育成） これは国の補助事業でございまして、全国的に児童クラブ

が増加する中で、そういった整備がなかなか伴わずに実施をされているところ

がたくさんあるということで、まずはパソコンの整備部分から国の支援という

ことで、こういった補助制度がスタートして、市内でもパソコンがない、また

は不足しているというところが、この補助の対象として今回実施をしたところ

でございます。 

問（８） パソコンが整備されると、事務事業が簡便化される。そういう意味

合いで理解してよろしいんですか。逆に言うと、パソコンを入れてね、変な紙

を出して送ってきてもらっても、こんなの何のあれにもならないと思うんで、

データで送ってきてもらえればいいじゃんという発想があるんですけれども、

そういうことっていうのは、ネットワークとかその辺も全部合わせてやられる

予定なんですか。 

答（こども育成） 今回の事業では、パソコンの購入のみが対象になっており

ます。それぞれのクラブが、今回対象になっておりますのがひこうきぐも、吉

浜、中央でございますので、清心会、知多学園、社会福祉協議会が、それぞれ
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ネットワークというのかインターネットの構築のほうは、それぞれされており

まして、いわゆるインターネットのメール等のやりとりについては、市の翼児

童センターが中心になって取りまとめをしますので、そういったところでは、

活用ができると思っております。 

問（８） ちょっと細かいことばかり聞いて申しわけない。パソコン入れて何

をやるのか。いくつ事務事業として、今こういう作業をやってるところが、パ

ソコンに置きかわるというイメージがあると思うんですけれども、何をやろう

としているんですか。 

答（こども育成） 既に導入をされたもので、実際には手でつくっておるお便

りのような書類をパソコンで打ったものでお配りをするだとか、利用者の情報

管理をパソコンでするという、非常に初歩的な形での利用になっていますので、

委員おっしゃられるような高度なものというよりも、まずはそのパソコンを導

入して、事務を手作業からパソコン化するという程度の利用にとどまっており

ます。 

問（８） 次は 150 ページ、３款３項２目の生活保護事業のところで、生活保

護の受給者が、確か７、８年前だと 50 数名だったと思うんですけれども、リー

マン経過して、３倍程度にふえておるんです。３倍から４倍にふえたのかな。

ふえてきている理由って一体なんなんですかね。 

答（地域福祉） 生活保護受給者の方の内訳を見てみますと、例えば平成 24

年ですと、高齢者の方の世帯で 35、それが平成 28 年度におきましては 49 とい

うことになっておりまして、大きく伸びております。今後もこういった高齢者

世帯の方で、無年金等で生活が苦しいというような御相談がふえていくんだろ

うなということを想定しております。 

問（８） 当然、高齢者の方、障がいを持たれている方、こういう方が生活保

護を受けられるんだと思うんですけれども、今後ふえるっていうことは、例え

ば、高浜市に対する影響というのは、なんか出るんですか。その辺がよく見え

ないんですけれども。 

例えばコスト的にいうと、国が全部国庫負担で補助してくれてるって言われ

ているんですけれども、市として何をどういう形で負担しているかというのが
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見えないんで、その辺のところを教えていただきたいんですけれども。 

答（地域福祉） 国庫負担につきましては４分の３でありますので、４分の１

は市が負担することになりますので、生活保護がふえていくということは市の

負担もふえていくということになります。 

問（８） ということは、以前就労支援という形で、生活保護、働きたいんだ

けれども、うまく仕事が、リーマンがあったときにね、会社の都合でリタイア

された方ということを就労支援とかやってみえたんですけれども、その辺とい

う成果が、今も継続されているのか。そういうことを今後、なんかやっていか

れるのか。 

先ほどのお話ですと、これ人がどんどんふえてくるという話で、市の負担が

ふえてくるんですよね。だから、それをどちらかっていうと、歯止めとまでは

言いませんけれども、何らかの形で負担を軽減するようにしないと、本来やっ

ぱり市民で使いたいところに使えなくて、こちらに優先的に充たっていくよう

な形になると思うんで。そういう面でいうと、その働ける方には働いていただ

く、そういう支援みたいなところって何かやられているんですか。 

答（地域福祉） 主要成果に記載させていただきましたとおり、就労支援業務

ということで、就労の支援は行っております。27 年度につきましては、18 名の

方が就労に結びついておりますが、残念ながら 28 年度におきましては、３名と

いうことになっております。これは 27 年度就労につなげて、もうあと残ってお

られる方は、本当に就労につながらないような高齢者の方であったりとか、そ

ういった状況になっております。 

なおかつ、今後、高齢者の方がふえていくということなりますと、働くこと

が難しいというような方がふえてくることになりますので、生活保護に関しま

しては、今後市の財政的にも厳しいというところが見込まれてくるところであ

りますが、なるべく高齢者であっても、元気な方であれば就労につながるよう

な支援はしていきたいと考えております。 

問（８） 今、有効求人倍率って高いですよね。要は今ってチャンスじゃない

ですか、どちらかっていうと。このチャンスを逃しちゃうと、本当に働き口が

なくなってきちゃうと、現状でね。こういう方たちと勝負っていうとおかしい
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ですけれども、仕事の取り合いになるわけじゃないですか。そういう面でいう

と、もう一段ここで勢いつけておかないと、なかなか難しいと思うんですけれ

ども、そういうところって世の中の状況を見ながら動かれていますか。 

答（地域福祉） 就労支援の状況についてお話しさせていただきますと、実は

就労につながっても、すぐ離職してしまう方がふえています。これは、ある意

味いろんな働き口が出てきておるというところが、先ほど有効求人倍率のとこ

ろでもあるかなと思うんですが、働けるという方が次の仕事を選んでいるとい

うところも、一つの課題になってるんだろうなというところを今、捉えており

ます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 102 ページですが、権利擁護の関係ですが、成年後見人制度につい

て聞きに行かれた方がいるんですが、弁護士や司法書士の人に聞くとよいと言

われただけで、それまでしか話をされなかったそうなんですね。自分は司法書

士の人に教えてほしいと思っていたんですが、どういう方が司法書士でやって

みえるのかっていう、もうちょっと丁寧なことも説明をしてほしかったと言っ

てみえました。 

ちょっとそれはそういうことなんですが、103 ページの福祉まるごと相談で、

相談者、いろいろ大変な相談の数があるんですが、これ、どれぐらい解決した

というか、全部解決はしないにしても、これの相談のあとの状況を、ちょっと

説明をお願いします。 

答（福祉まるごと相談） 解決した件数ということなんですが、福祉まるごと

相談グループは、総合窓口相談の入り口、福祉の相談の入り口としての機能、

あと調整役としての機能があるということは御存知だと思うんですが、ですの

で、つなげるところにつなげて、担当グループのほうで解決を図っていくとい

うことで、全ての解決はちょっと難しいんですが、できる限りの対応はしてお

ります。 

問（12） この関係なんですが、資料をいただいている中で見ますと 300 万円

ですか、これ、補助基準額の見直しということで減額されているんですが、そ

のあたりはどうようになっているのかお示しください。 
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委員長 内藤委員、何の資料でしょうか。 

問（12） この決算の資料です。28 年度決算における国県補助金等削減に関す

る資料２の２だね、資料。これで見ると、まるごと相談グループですが、生活

困窮者の自立支援事業費の補助金になっていますので、ここではないんでしょ

うか。 

答（福祉まるごと相談） 権利擁護の関係で、今の補助金が 200 万円というこ

とで資料が手持ちにないんですが、200 万円は運営費として充てられています。 

問（12） そういうことになると 300 万円、これ削減されたというふうになっ

ているんですが、それはどのようにやりくりをしてみえるんでしょうか。 

答（地域福祉） こちらにつきましては国の補助基準額が下がったということ

で、500 万円から 200 万円に下がったということであります。 

委員長 ほかに。 

問（12） 110 ページなんですが、３款１項３目、日常生活用具給付費の関係

ですが、市の手当が月に 4,000 円出てたようなんですが、それが給付されなく

なったというふうに市民から聞いています。その方、ほかの市にも聞いたみた

いなんで、ほかでは中止されたところばっかりじゃないようなんですが、これ

はどうして中止されたのかお示しください。 

答（介護保険・障がい） 委員がおっしゃっているのは、障害者扶助料の関係

だと思います。この案件につきましては、平成 27 年の 12 月議会で御提案させ

ていただいて、御可決を賜っているということで、28 年度から制度の内容が変

わっておりますので、支給停止の要件に該当されるようになれば、その分が支

給されていないということでございます。以上です。 

委員長 ほかに。 

問（12） 112 ページの３款１項４目、障害者福祉タクシーの助成事業ですが、

利用率が 56.1％。28 年度ということなんですが、これ、利用してない方が 40％

ぐらいいるということなんですが、それはなぜかということ。 

１枚のタクシー券で足らない場合が出てくると思うんですが、そういう場合

にどういうふうにしてみえるのか、そのときに２枚使うことはできないのか、

そのあたりをお示しください。 
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答（介護保険・障がい） 利用率が 56.1％ということで、まずこの 56.1％につ

いては、他市の状況を見ても、おおむね同じぐらいの率であるということは申

し上げておきたいと思います。 

利用していないのはなぜかということにつきましては、申請は、手帳の交付

等で窓口に見えたときに申請をしていただいたりしているわけですが、交付を

したあとお亡くなりになっただとか、自動車税の減免を受けるようになったで

あるとか、さまざまな理由があると思います。詳しい調査はしておりませんが、

今言ったような理由で使われていないと思っております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 行き先によっては、１枚で足らない場合の回答。 

答（介護保険・障がい） １枚では足りない場合ですけれども、高浜市の場合

は１回の乗車につき１枚の利用という形にしておりますので、それを超えた場

合は、その分は実費で払っていただいているということになります。 

問（12） 113 ページ、３款１項５目ですが、さっきの配食サービスのことに

ついてですが、私は、やっぱり今コンビニの弁当なんかも出ていますが、市が

ひとり暮らしの高齢者を見守っていくという意味でも、まだ必要だと思ってい

ます。 

それから食事の内容が、いつも同じメニューっていいますか、そういうとこ

ろをもう少し改善をしていくといいのかなと思います。 

それから②の。 

委員長 質疑を行う場所ですので、意見のほうは控えていただきたいと思いま

す。 

問（12） （２）の緊急通報装置貸与事業、402 万 2,746 円出ていますが、御

主人が亡くなった場合に、ひとり暮らしになった方は、市はつかめると思うん

ですが、そこで緊急通報装置の話をしたらと思うんですが、そこのところで話

をしないのかどうか、その点をお示しください。 

答（福祉まるごと相談） まず利用対象者でございますが、単身のおおむね 65

歳以上のひとり暮らしの方で、疾病などの身体上の理由で日常生活を営むのに

支障がある方、またはシルバーハウジングに入居されている方、あと身体障害
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者手帳１・２級を受けた方のみの世帯に属する方ということになっております

ので、単にひとり暮らしっていうだけでは対象にはならないと思います。 

また、携帯電話が普及してきておりますので、そういったもので連絡がとれ

る方については、特に緊急通報装置というのは必要ないのかなと考えておりま

す。以上です。 

問（12） 121 ページの３款１項８目、生活困窮者自立支援事業の関係ですが、

ここに関わるような方たちはどれぐらいみえるのかっていうことと、ひきこも

りの就労準備支援事業等も関係してくるんですが、ひきこもり状態が長くなれ

ばなるほど問題は複雑化してくるでしょうし、長引くんじゃないかと。担当者

は何人ぐらいでやってみえるのかということと、あと若者人口と言うんですか、

推計したニートっていうのは何人ぐらいいるのか、そのあたりをお示しくださ

い。 

答（地域福祉） まず、どれぐらいの対象者の方がおみえになるかでございま

すが、これはなかなかつかむのは難しいというふうに判断しております。その

中でも、平成 28 年度に新規に、生活が苦しいという相談を受けた方が 161 名お

みえになります。足を運んでいただいた方もお見えになりますが、電話等で相

談を受けた方もここにカウントしております。そういうことを考えますと、自

分が、生活が苦しいというサインを出していただければ、こういったことの相

談につながっていくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

自立相談支援につきましては、こちら記載のとおり４名の方で相談を対応し

ております。 

もう一つ、ひきこもりということでありますと、若者の方を含めますと、子

ども健全育成支援員の方が２名いますので、その方も対応している状況です。 

また、ニートの方の数ということでございますが、これもつかむのは難しい

という判断しております。ただ、言えるのは、生活とか就労が苦しいというこ

とでありましたらサインを出していただく。そのことで私どものほうも相談に

つながってきますので、そういった情報がありましたら、私どものほうに、御

連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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委員長 ほかに。 

問（12） 124 ページの、３款１項９目、脳とからだの健康チェックの関係で

すが、お医者さんのお話なんですが、急に１万歩とかいって歩き始めて、膝を

痛める方が結構多いということを言ってみえました。そういう面で市のほうも

これ、脳とからだの健康チェックをやってきたわけですが、そういう、ようけ

歩けばいいというものではないそうですので、市のほうとしても、そういう指

導するというのか、少し気を付けるように言うとか、そういうのはやってみえ

るんでしょうか。 

答（保健福祉） ホコタッチを使って、歩き過ぎになられて、膝を痛められた

というお話は、私どももお伺いしておりますので、私どもが出しております、

ホームページですとか、あるいは「でいでーる」といった情報誌で、歩き過ぎ

に注意をしましょうということで、１万歩を超えない程度で歩いていただくよ

うに勧めておるところであります。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、３款、民生費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

４款 衛生費 

委員長 質疑を許します。 

問（14） 160 ページの４款１項２目、この中にあります、予防接種事業の成

人用肺炎球菌ワクチン、これは毎年 65 歳から５歳刻みで、70 歳だとか、75 歳

といった具合に、節目の年齢になると、接種費用を補助していただけるという

ことで、接種の勧奨もしてみえるようですけれども、これ何年か続けられたと

思いますけれども、これからは高齢者全てに、こういう接種の補助金を与える

のもいいかなと思いますけれども、そういうお考えはないのか、お伺いしたい
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と思います。 

答（保健福祉） 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、平成 26 年 10 月１日か

ら定期接種となりまして、議員が今おっしゃられましたとおり、節目年齢で接

種費用の助成を行っております。 

従いまして、制度開始から５年目にあたります、平成 30 年度になりますと、

助成の機会が一巡することになりますので、今年度及び来年度の残り２年、対

象者には予防接種を受けていただくよう、しっかりと周知を行ってまいります。 

問（14） 続きまして、昨年 10 月から、新たにＢ型肝炎ワクチンの定期接種が

開始されていますが、これは乳児が対象となって、感染の拡大を防ぐという意

味で位置付けられておると思いますけれども、今の接種状況をお聞かせくださ

い。 

答（保健福祉） 御質問のＢ型肝炎ワクチン予防接種は、１歳に至るまでの間

に３回接種をする必要がございます。 

昨年の 10 月に定期接種が始まりまして、半年の間におよそ８割の方が初回

の接種を終えられておりまして、まずまずの滑り出しであったと考えておりま

す。 

意（14） 両接種ワクチンですかね、勧奨を進めていただいて、医療費の抑制

だとか、そういうものにぜひお願いしたいなと思います。私も１週間くらい前

に保健福祉グループからいただきまして、インフルエンザの勧奨をいただきま

して、初めに「高齢者の方へ」と文言があったもんですから、ちょっとムッと

しましたけれども、そういう年代になって、市からそういう勧奨の案内が来る

ような歳になったということで、改めて感謝いたしておりますので、これから

もそういう勧奨活動に努めていただきたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（12） 162 ページの４款１項３目、地域医療振興事業ですが、これ地域医

療振興ということで、１億 9,905 万 4,228 円、要するに２億円近いお金を、財

政支援を行っているわけですが、１民間病院に、もともとは３年という話だっ

たのがずっと続いているんですが、１民間病院にこういう費用を出すというこ

とは、ちょっと問題があると思いますので、考えたほうがいいんじゃないかと。 
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高度医療機器等補助事業補助金というのが、一機種 5,000 万円を超える医療

機器及び情報システム購入経費に払っているということなんですが、高浜分院

にこのような機器は入っているんでしょうか。 

答（保健福祉） 高度医療機器の購入のための財政支援につきましては、これ

は高浜分院への支援ではなくて、医療法人豊田会への支援となっております。 

従いまして、豊田会さんが購入された医療機器に対しての財政支援というこ

とになりますので、昨年度につきましては、本院で使われる血管撮影装置、こ

ちらに充てられたということで伺っております。 

問（12） せめて分院で使う機器への補助ならともかく、本院で使っている機

器にそうやって補助を出しているということですので、ちょっと納得がいかな

いところがあるんですが。 

そのことと 169 ページの４款２項１目、ごみ減量リサイクル推進事業ですが、

これ可燃ごみの袋が、ずっと要求してきましたけれども、若干改善されたんで

すが、ほかに軽トラックを設置してほしいという声があるんですね。シルバー

にタンスなんか頼めますが、家の庭木の伐採なんかをしたときには、どこかで

トラックを借りなきゃいかんということもあって、ぜひそういうのを設置して

ほしいという声があるんですが、いかがでしょうか。 

委員長 内藤委員、決算の質疑なんで要望は窓口のほうにお願いしたいと思い

ます。 

答（市民生活） 要望ということでありましたらお答えはしませんけれども、

要望ということでよろしいでしょうか。 

問（12） これ、要望しておきます。 

次、175 ページの４款２項３目、２の環境衛生事業の関係なんですが、先日

も野良猫の地域猫セミナーっていうのが刈谷で開かれたんですが、野良猫対策

を求める陳情書も、何か安城では出されて採択されたそうです。野良猫の避妊

手術を市が補助することを含めて、対策を取ってほしいということなんですが、

そういう考えがあるかないかお示しください。 

答（市民生活） こちらも、決算とはちょっと直接関係はなさそうですけれど

も、猫の去勢手術の費用ということで、今のところは具体的には考えておりま
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せん。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、４款、衛生費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 休 憩  午後 1 時 53 分 

 再 開  午後 2 時 00 分 

 

 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 

５款 労働費 

委員長 質疑を許します。 

問（７） 177 ページ、勉強不足で申しわけないですけれども、市民生活援助

事業で建物のかさ上げ工事等に係る利子補給金。対象者が１人で８万 8,700 円

あるんですけれども、これはどういったあれですかね。稗田川沿いとか、何か

そういったところのかさ上げですか。 

答（市民生活） 御質問の建物のかさ上げ工事等利子補給金につきましては、

既に制度としては廃止になっておりますが、高浜市建物かさ上げ工事等に係る

利子補給金交付規則に基づきまして、お支払いをさせていただいておるもので

す。建物のかさ上げ工事に伴う工事をされた方が対象となっております。 

このお１人につきましては、平成 15 年度から平成 35 年度までということで

利子補給をさせていただいています。借入額につきましては、この方は 700 万

円ということでございます。以上です。 

答（委員長） ほかに。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 ほかにないようでしたら５款、労働費について質疑を打ち切ります。 

 

 

６款 農林水産業費 

委員長 質疑を許します。 

問（12） 181 ページの明治用水中井筋の改修事業ですが、もう、そろそろ３

年になるかと思いますが、これ、いつぐらいに完成して、どのようなふうにな

るのかお示しください。 

答（地域産業） 委員がお尋ねになっておる３年ほどの工事というのが、おそ

らく名鉄三河線の横断工事のことをお示しいただいていると思います。こちら、

平成 27 年 12 月から平成 30 年３月を予定としております。ですので、今年度に

終了を予定しております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 今年度終わるということなんですが、それであとは、そこを通れる

ようになる、そういうことだけで終わりなんでしょうか。 

答（地域産業） 工事後は、蛇抜橋の通り抜けは可能になります。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、６款、農林水産業費についての質疑を打ち

切ります。 

 

 

７款 商工費  

委員長 質疑を許します。 
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問（７） 191 ページをお願いします。きのうも見学させていただいたんです

けれども、産業経済活性化事業内の工事請負費の、この愛知県企業庁が造成工

事を施工しておる豊田町地内の用地確保に必要になる代替地の多分、整地工事

費というふうで思っておりますけれども、この工事の内容等についてお伺いし

たいと思います。 

答（企業支援） 工事の内容といたしましては、主に代替地の農地を整備する

ため、例えば１枚の田んぼを複数に分割をして提供できるよう、あぜの移動工

事であったり、あと、田から畑に盛り土をする工事。それとあと、農業用水の

給水施設の設置の工事などが主な工事ございます。 

委員長 ほかに。 

問（７） この整地工事で、きのうも北側の道路が９月１日から通行可能にな

るというふうになっておったんですけれども、９月４日からこの用地の企業募

集ですか、それが始まったというふうに受けておるんですけれども、そこら辺

の申し込み等の確認だとか聞きたいんですけれども。 

それと企業庁、きのう説明を受けて３割か４割ぐらい順調に進んでおるとい

う報告を受けておるんですけれども、そこら辺のことを少しお伺いしたいと思

います。 

答（企業支援） まず、９月４日から始まりました公募の状況でございますが、

現在、公募期間ということもございますが、企業庁のほうから数件問い合わせ

があったということを聞いてございます。 

あと、工事の状況でございますけれども、きのうの現地見学の際、企業庁の

ほうから、現在ほぼ順調に工事が進んでおると話がありました。目標としてお

ります平成 31 年２月の完成を目指して、順調に進んでおるという状況下でござ

います。 

問（８） 294 ページ、７款１項３目、高浜市観光協会活動事業費補助金、こ

れ 1,028 万 6,000 円ということで出ているんですけれども、これ補助したのは

わかりますけれども、成果って何ですか。 

答（地域産業） 観光協会への具体的な補助となります。こちらは、平成 23

年度まで行政主体で行っていた観光事業を観光協会が独立するというような中
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で、観光協会の自立した活動として実施をするということに対しての支援とな

ります。実際には、こちらの催事の際には、高浜商工会や愛知県陶器瓦工業組

合、また鬼瓦組合など、各種団体や企業の協力を得ながら実施され、いわゆる

市民との協働による観光振興を図ることが実現されているのが、一番大きな成

果というふうに考えております。 

問（８） 振興した成果を聞きたい。 

答（地域産業） こちら観光案内所、オニハウスや、いわゆる秋の鬼みちまつ

りや春の鬼みちまつり等で、補助金に見合う経済効果というものがどのくらい

あるのかということも、こちらの市のほうでも把握調査をしておりまして、秋

の鬼みちまつり、去年、平成 28 年度における、いわゆる経済効果で言いますと、

観光案内所のオニハウスの売り上げ、また、秋の鬼みちまつりの出店者の売り

上げ等を合計しますと 1,230 万円ほどの売り上げを実現しておりまして、こち

らがいわゆる補助枠を上回る売り上げを地域に生み出しているということで、

こちらで一つの経済効果というのと、またその活動によって地場産業、地元の

企業や商店を多くの方に知っていただくというようなところが、一つ大きな成

果として挙げられると考えております。 

問（８） ふるさと応援寄附金等でも、高浜の物産、これを広く紹介してって

いうことで、こちらのほうも、ふるさと納税だけで見ると赤ですよね。こちら

で今、売り上げ 1,200 万円と言いましたけれども、そこへ 1,000 万円として、

売り上げ 1,200 万円というと、民間だと倒産するしかないですよね。粗利で８

割超える粗利なんて、出しようがないじゃないですか。だから、狙っていると

ころって何なのかというのがよくわからないんですけれども。 

これ、以前から言われたように、民間で事業仕分けのときに廃止と言われた

やつですよね。だから、３年後にこういう姿にするから、今、投資してほしい

だとか、そういうことがわかるようにしていただかないと、僕ら、何やってい

るんだという話にもなりかねないんで。その辺、どうかわかるように説明いた

だきたいんですけれども。 

答（地域産業） 一つ、大きな狙いとしましては、その地元の産業や、地元の

商店がどのようなものを販売しているか。また、どのような高浜としての名産
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があるのかっていうのを、多くの方に御存じいただくっていうのが、一つの目

的となります。 

ですので、例えば売り上げが、一応指標の一つとしてこちらも把握はしてお

りますが、例えば、その売り上げをもって、その投資した効果に見合った成果

があるのかっていうことよりも、より多くの市民に高浜の良さを知っていただ

く。また、高浜に愛着を持っていただいて、また今後、高浜に住み続けたいと

いうような考えを市民の方に持っていただくというのが、高浜の観光事業とし

ての狙いであるというふうに考えております。 

問（８） その内容で事業仕分けされて、廃止だって言われたっていう記憶な

んですけれども、そういう面でいうと、先ほどから何度も言うように、５年後

にこういう姿にするから、そのステップの中でこういうことやってるっていう

説明がないと、これ出し続けるっていうのは、基本的にその経営者の目で見て

ね、本当に必要なのって言われたときに、私どもも答えられない。言っている

意味わかりますか。そういう姿をやっぱり描いていただきたいんですけれども。 

答（都市政策部） 今、御質問をいろいろいただきました。それで、確かに観

光協会を市の事務局で持っておった当時、そういった事業仕分けの御意見をち

ょうだいしながら、今は観光協会の事務局が総合サービスの事務所の中に設置

をしてやっていただいております。そのとき、たしか予算委員会だったかと覚

えておりますが、御質問いただいたときは、できれば目標として３年ぐらいの

間には自立をというようなお答えをしたという記憶をしております。 

既にその時期は経過をしておって、今、御質問の中で目標年次を定め、そし

てどういうステップで上がっていくのかっていうようなことが必要だよという

ことをおっしゃいました。我々確かに、そういうふうにお話をする中で進めて

きました。 

今、先ほどリーダーが答弁しましたように、確かに鬼みちまつりの中でも、

きちんと売り上げはそれなりに確保している。だけど、いわゆる企業さんのよ

うに、きちんと売り上げに対して、じゃあその部分が運営ができるだけのもの

があるかというと、そこまでの数字は出ておりません。 

しかしながらこういった形で、市が支援する鬼みちまつりを中心とした観光
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事業がなくなってしまった場合のことを考えると、これは非常に、高浜市にと

ってマイナスだというふうに私どもは考えております。 

観光事業というのは、風光明媚な名所だとか旧跡があるところは、それなり

に伝統とか、昔からのそういったことで名前は、ネームバリューというものは

あると思いますが、高浜は実際そういうことがないもんですから、その中で先

人たちが築き上げた三州瓦、今は鳥めしだとか、鬼みちまつり、いわゆる伝統

産業のそういった伝産品を少しでも前に出そうというようなことで取り組んで

おるんです。数字として今、目標を持ってというふうでおっしゃいましたけれ

ども、その部分については少し我々も、じゃあ、ずっとこの金額を出し続ける

のかと、そういうふうには思っておりませんで、きちんと事務局側も自立とい

うのか、そこに近づけるような仕掛け、それから情報発信、先ほどリーダーが

言ったように、それぞれが高浜市の観光を語れるような、そういった土壌にし

ていく、そこがまだまだ道半ばなのかなというふうに考えております。 

意（８） 非常に苦しい答弁だなというのはわかっていますけれども、そうい

う面でいうと、高浜市の状況を考えながら、ここにもやっぱり、手を入れざる

を得ないっていうところは、当然出てくると思うんですよ。というのは、余裕

があれば、それだけ投資しても全然問題ないと思うんです。そうじゃなくなっ

てきている状況の中で、ここだけ特例で残すというのは考えにくいし、それだ

け残すだけのやっぱり説得力のある、そういうものが出てこないと、非常に苦

しいんじゃないかなというように思ってますので、その辺もきちんと、今、示

してということをおっしゃってみえましたので、なるべく自分たちよりも市民

の方が納得できるような、そういうものを示していただけるようお願いしたい

と思います。 

委員長 ほかに。 

問（12） 190 ページ、７款１項２目、（２）の物件移転補償費ですが、商工会

の物件移転補償費、これ４件出ていますが、これは中央公民館が老朽化したと

いうことで物件移転補償費が、取り壊しになって出ていると思うんですが、老

朽化した中公の取り壊しに関するとしたら、金額が大き過ぎるんじゃないかっ

ていうことと、４件と出ていますが、これ、もともと地方自治法で違法であっ
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たところですので、これもちょっとおかしい。おかしいというか問題があると

思っています。これはどうしてかということをお聞きします。 

答（地域産業） 商工会に対しての物件移転補償費につきましては、中央公民

館の取り壊しに伴い、併設されている商工会館も取り壊しが余儀なくされ、そ

こに入居していた団体に移転をスムーズに実施していただくというような位置

づけの中で、補償を行っております。 

また、その違法性があるというような、委員がおっしゃられていましたけれ

ども、その違法性の可否につきましては、現在、司法の場でそれを問うている

状況でございますので、また、その司法の場での結果が確定しましたら、それ

を踏まえて、御説明を議会にもさせていただきたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（12） 195 ページの７款１項４目、コミュニティ交通費のいきいき号循環

事業ですが、常々言っていますが、刈谷コースの関係で、吉浜地域に停留所を

つくってほしいということのお答えを願います。 

それから、事故が２件あってタクシーが走っていたんですが、これは事業者

さんのほうでみんな持つことになっているのかどうか、その点をお示しくださ

い。 

答（市民生活） 12 番委員さんより２件御質問いただきまして、まず１点目の

刈谷市コースでの、吉浜地区でのバス停の新設要望というところでございます

が、たしか 29 年度の当初予算の特別委員会でも御要望があったと思いますけれ

ども、昨年開催させていただきました高浜市地域公共交通会議の場で、こうい

った御意見があるということで、委員の皆様方にお諮りをしました。その結果、

一番の売りである直行便ということを大切にしていただきたいということで、

昨年の段階では吉浜地区でのバスの停留所の設置については、見送られており

ます。 

２点目のいきいき号の事故でございますが、本年４月に２件、立て続けに事

故が発生いたしました。その際は、大変御迷惑をかけております。その代わり

に、いきいき号が廃車となってしまいましたので、新しい車両がまいりますま

で、タクシー事業者のほうで、タクシー事業者の車両を使った代行運転という
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形で運行させていただいておりますので、車両についても事業者さんのほうが

御負担しておるということでございます。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、７款、商工費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

８款 土木費 

委員長 質疑を許します。 

問（８） 213 ページ、８款６項１目、公営住宅管理事業なんですけれども、

これ、長期の公共施設の統廃合の中で、民営化を検討していくっていうふうに

なっていると思うんですけれども、そういう面でいうと、公営住宅自体が家賃

という形で料金回収しているのと、建物を維持している。そういう面でいうと、

その事業としてどうなっているかというのが、これはばらばらに出てくるとわ

からないんですけれども、その辺のところをきちんと整理して、民間のほうに

持っていきたいというお話しをされているかどうか、その辺を確認しておきた

いんですけれども。 

答（市民生活） 公営住宅の関係のところでございますが、まず公営住宅とし

て支出しておるのが、決算額が 2,891 万 6,000 円相当額ということと、家賃収

入といたしまして、昨年度が 2,900 万円ほど収入が上がっております、現年度

で。過年度が 270 万円ほどありますので、歳入のほうが若干上回っておるとい

う状況でございます。 

民間活力の部分はございますので、そういったときには、こういった形の費

用も当然ながら考えていきたいということと、あと、せっかくのストックでご

ざいます。収入を上げれるものでございますので、延命化を含めて、使えるだ

けは使っていきたいというところもございますので、そのあたりを両面比較し
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ながらということになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

問（８） 減価償却みたいな話が全然出てきてないんですけれども、今、単純

に市の予算の中で入って出ての話だけで、これ、そういうのって民間では、要

は建てるときのコストをどうするだとか、これを償却しながら収益はどういう

形になっていくっていう感覚が抜けちゃっているんで、単純にそんな話だけさ

れると、変な数字が出てきてね、一人歩きされると、あとまた大変なんですけ

れども、その辺って、どういうふうに説明されるおつもりですか。 

答（市民生活） 基本的には、１番新しい住宅で平成元年、稗田住宅なんです

が、償還のほうが既に済んでおるという中で、そのあたりも民間が丸々担って

いただければ、資産として固定資産税っていう話も出てまいると思いますけけ

れども、そのあたりはちょっと今、具体的にこれだっていうものは手に持って

おらないというのが現状でございます。 

問（８） 基本的には、やっぱりそういうベースの数字がきちんとした上でど

うするっていうのを出していただかないと、逆に言うと、思いつきでやってる

ようにしか聞こえないんですよ。要は市のコストの中で、どういう状態にした

いんでこういうふうに持っていくんだっていう話のところが、攻められたとき

にこちらも答えられないし、元ネタも持ってないっていう状態になるんで、そ

の辺はその事業として、きちんとこうやって採算、要は償却があって、維持管

理があって、その中で賃料もらって、これはゆくゆくでいうと、受益者負担の

負担割合みたいな発想にもつながってくるはずなんですね。そういうことをや

っぱり、きちんと数字を押さえていただくようにやっていただきたいんですけ

れども、そういったことって、やっていただけるっていうふうに考えてよろし

いですか。 

答（市民生活） 先ほど申しましたように、今ある資産を長く使うというのも

一つの手なので、今、来年の予算になってしまいますけれども、延命化計画と

いうものをつくってまいりたいので、今、委員の言われたような観点も含めて、

反映できるよう力を入れていきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

問（８） 続きまして 216 ページ、８款８項１目の交通安全施設事業の関係で、
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これも前からお話ししているんですけれども、要は交通安全灯、カーブミラー、

これ、言われてつけているんですけれども、設置基準みたいものって、交通安

全灯について防犯灯はありますよね、そういう何か基準みたいなものってお持

ちでやっているのか。 

それとあと全体の姿でいうと、これ、その基準に沿って考えるとね、あとい

くつぐらい必要っていうところはやっぱり出てくると思うんですけれども。 

だから来年度は、どういうところをやっぱり重点的にやらないと事故を起こす

ですとか、そういう視点って、やっぱり持っていないといけないと思うんです

けれども、そういう考えってお持ちなんですか。 

答（都市防災） 委員、御指摘のとおり防犯灯につきましては基準がございま

して、設置をしている状況でございますが、カーブミラーにつきましては、現

在ない状況でございます。 

近隣市で要綱をつくってみえるところがございますので、そこから情報をい

ただきまして、どういう形がいいのか内部で検討しております。将来的に、カ

ーブミラーにつきましても、そういったものをつくっていきたいというふうに

は考えております。 

問（８） ぜひお願いしたいというのと、あとやっぱり維持管理する反面、こ

このところも、やっぱりつけてほしいっていう、その受益者負担じゃないです

けれども、やっぱり設置を依頼されたところの方がカーブミラーを磨くですと

か、その程度のことをやっぱりやっていただく必要があるんじゃないかなと。

誰が設置してほしい、要は自分が見にくいから設置してほしいんで、そういう

ところって、やっぱりこう、つけてもいいような気がするんですけれども、そ

の辺の考えはどうですか。 

答（都市防災） そういったことも踏まえて、今後検討していく余地があると

思いますが、防犯灯につきましては個人の要望ではなく、地域の要望という形

で、町内会長さん等を通じまして、受けておるという状況でございますので、

カーブミラー等につきましても、おそらく同様な形で進んでいくだろうという

ふうには考えております。 

委員長 ほかに。 
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問（９） 213 ページの、先ほどの公営住宅管理事業のところなんですけれど

も、東海住宅 48 戸、３棟で 48 戸ですけれども、この部分の負担金の部分でち

ょっと空家分担金がうたってあるもんですから、現在、東海住宅、空き家とし

ては何戸ありますか。 

答（市民生活） まず、今の御質問の前に、先ほどの幸前委員さんの御質問で、

公営住宅の管理事業が 2,800 万円とありますけれども、借上住宅の 1,700 万円

が入っておりますので、その部分は除いていただきたいと思います。 

御質問の東海住宅の入居状況と空き家の状況でございますが、28 年度末にな

りますけれども、東海住宅は 48 戸のうち 40 戸が入っておりますので、８戸の

空き状態ということになっております。 

問（９） 今、戸数がいくつと言われましたか。 

答（市民生活） 48 戸のうち 40 戸が入っております。 

問（９） それと一応、管理事業ということでなっておるんですが、東海住宅

の入り口の東海住宅の看板とか、それから掲示板の部分の棟の表示板が大分以

前から割れた状態になっておるもんですから、ああいうようなものの修理とい

うか、維持管理的なものはどのようになっていますか。 

答（市民生活） ちょうど先週、自治会さんの設置した看板が外れたというこ

ともありましたので、そのあたりは自治会とも話し合いながら、修理のほうを

進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（７） 主要成果説明書の 198 ページ、道路橋定期点検支援業務とあるんで

すけれども、これはどういった橋名と、要するに診断結果というのか、これは

どこのあれを、市内全域なのか、そこら辺のことを少し。それと、その下の道

路橋定期点検業務委託、これもどこの、多分、清吉橋じゃないかなと思うんで

すけれども、そこら辺のどこの橋か。また、当初で、市内で 15 メートル以上の

橋りょう調査を行うといった橋りょう修繕調査設計業務委託、当初予算で

1,740 万円ですか、これはいったいどこに消えたのか、それがこの２つのあれ

の替わりなのか、そこら辺のことをちょっと。 

それと同じく 199 ページ、橋りょう修繕工事で 3,675 万円の当初予算ですけ
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れけども、清吉橋の春日町の地内の服部新田３号線、これぐらいしか実際のあ

れはないんですけれども、残りの半分はどこへいったのか、そこら辺、ちょっ

と説明をお願いします。 

答（都市整備） まず、198 ページの道路橋点検支援業務、下のほうの道路橋

点検業務委託、春日町地内の委託業者、藤コンサル㈱につましては、これ法定

点検ということで、15 メートル未満の橋りょうで実施したものでございます。

それを除くものにつきまして、15 メートル以上の橋りょうは、上段のほうの公

益財団法人愛知県都市整備協会というところでやった橋りょうの点検でござい

ます。 

結果といたしましては、両調査でも特に緊急の対応すべき橋りょうはないと

いう結果で、法定点検でございますので、定期的に５年に１度は必ず実施して

まいります。 

あと、その橋りょうの関係の工事のちょっと金額のほうなんですが、199 ペ

ージにあります道路橋りょう修繕工事、市道西浦服部新田３号線（清吉橋）と

いうこちらの工事につきまして、繰り越し工事になっておりまして、この、今

回計上されております金額が、ちょうどその清吉橋の改修した工事費になりま

す。1,700 万円ですから、前年度の繰越分と今年度の分の額を入れますと 1,700

万円になるかと思いますが。 

問（７） 当初予算で 3,650 万円上がっとったんですけれども、それなのでほ

かに、要するにこういった委託業務である程度計画的に多分やっていくと思う

んだけれども、そういったときに、これ、１本が消えていっちゃうとどこに使

っとるのか、そこら辺。 

委員長 答弁を求めます。 

答（都市整備） 一旦整理して、また御報告させていただくことでよろしいで

しょうか。 

意（７） はい。 

委員長 ほかに。 

問（12） 210 ページの関係ですが、街路計画事業で東海環状地域整備推進協

議会１万円というのがあります。これは、どのような道路なのかということ。 
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それから、名浜道路推進協議会６万円。これは大型公共事業になるんじゃない

かと思うんですが、道路ばっかとかということはないですけれども、これは出

すべきではないと思いますので指摘しておきます。 

委員長 内藤委員、質疑ですか。 

問（12） 東海環状地域整備推進協議会、これはどのような道路なのか。 

委員長 都市整備グループ、回答をお願いします。 

答（都市整備） 東海環状地域整備推進、東海環状道路なんですけれども、東

海環状ということで、愛知県の環状する岐阜県等も含めた高速道路の整備の協

議会でございます。 

問（12） これは、もうずっと通っていると思うんですが、協議会がまだずっ

とできているっていうことは、これ、どれぐらいこの協議会がずっと続いてい

るのかお聞きします。 

答（都市整備） 東海環状道路ということで、愛知、岐阜、三重をぐるっと、

高速道路がつながっていく計画でございます。まだ未着手の区間もございます。

三重県のところだと思うんですが、そういったところも含めた推進のほうを考

えております。 

委員長 ほかに。 

問（７） もう１つ、211 ページの委託料の中で、公園施設長寿命化計画策定

業務委託があるんですけれども、児童遊園を含め年々減らされている、こうい

ったあれはいかに長く使っていくのかということで、多分長寿命化の計画でや

られたと思うんですけれども、そういった結果に対して、今後どういうふうに

その業務委託のほうはあれを活用していくのか、毎年１公園ずつを、１カ所ず

つをやられていくのか、そこら辺のことをちょっとお聞きしたいと思います。 

答（都市整備） 211 ページ、公園施設長寿命化計画策定業務についての内容

でございます。まず、結果でございますが、簡単に御報告申し上げます。都市

公園のうち 12 公園を対象に今回、長寿命化計画ということで、施設現況調査と

その結果を受けた方針づくりです。それに基づきまして、今後は必要な、緊急

性の高いものから順に施設等を改修する、及び改修しても逆に高くつく場合も

ございますので、その辺につきましては更新するというような考えを持って進
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めてまいりたいと思っております。 

またこれは、あくまで私どもの考えで、今後予算措置も伴うことですので、

来年度予算のほうから、そういったことを考えていきたいというところがござ

います。とりわけ緊急性の高いところにつきましては、今回、補正予算もいた

だきましたが、まず撤去するだとか、そういったことで作業のほうを考えてお

ります。 

委員長 ほかに。 

問（12） 211 ページの８款５項４目、公園整備管理事業の関係ですが、市の

グラウンドが草ぼうぼうで、草刈りをお願いしたんですけれども、時間がちょ

っとかかっていると思うんですね。市のグラウンドっていうのは、やっぱり早

くお願いをしたいと。 

それからもう一つ、草刈りをするだけでは、個人で草を取ってみえるところ

もありますが、上っ面の草刈り機で刈るだけでは、草の根を取らないとすぐ草

が伸びてきて、大変、何度も刈っていただくことになってしまうんですが、こ

ういう点での対策はどのようにしてみえるのかということと、それからこの８

款（３）のところで。 

委員長 内藤委員、グラウンドのほうは 10 款。 

問（12） ごめんなさい、211 ページのこの（３）の、名鉄吉浜駅トイレの件

なんですが、これが最近汚いっていう声と、使いにくいという声が出ているん

ですが、これ、どこが掃除しているのか、ちょっとわかったらお示しください。 

答（都市整備） まず、最初の草刈りで一部ちょっと、公園のほうの内容もあ

ったかと思いますので、一応お答えしておきます。公園につきましては、委託

業者のほうに年２回程度ということでお願いをしております。先ほど、根っこ

からというお話もございましたが、なかなかそこまでは行き届いていないとい

うことで、一部、あまりひどいところについては、部分的に根っこも取ってと

依頼はしておりますが、一応、草刈りということで、機械で刈って処理すると

いうことでやられているのが現状です。 

あとトイレにつきましては、シルバーのほうで対応しております。 

委員長 ほかに。 
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 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、８款、土木費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

９款 消防費 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、９款、消防費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

10 款 教育費 

委員長 質疑を許します。 

問（９） 主要成果の 234 ページですが、幼稚園預かり保育事業についてです

けれども、平成 28 年度から高浜幼稚園で長時間預かり保育が始まりましたが、

この実績、事業の実績はどうかをお聞かせください。 

答（こども育成） 平成 28 年４月から高浜幼稚園のみでございますが、長時間

預かり保育を開始しております。延べ利用者は 118 人でございました。利用者

は、高浜幼稚園の一般預かり保育の利用を兼ねておりまして、一般預かり保育

の延べ利用者 133 人のうち、88.7％は長時間預かり保育の利用であったことに

なります。 

利用の実人数としましては 12 名でございますので、まだまだということで、

今後さらなるＰＲも必要と感じております。先日の保育園入園説明会でも、事

業の説明をさせていただいたところでございますので、今後の利用に期待をし
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ております。 

問（９） 今回は、この高浜幼稚園のみのということになっておりますけれど

も、あとのこのほかの幼稚園、吉浜、高取、南部からは、この長時間預かり保

育の要望的なものは出ているかどうか、お伺いします。 

答（こども育成） やってほしいという声までは、我々のほうまでは届いてい

ないのが実情でございます。 

問（９） 次が 245 ページの文化財保護事業のところで、新たな取り組みとし

て 40 年ぶりに市誌編さんに着手したとありますが、28 年度としてはどのよう

な取り組みを行い、どのような成果が得られたか、お願いいたします。 

答（文化スポーツ） 市誌編さん事業の 28 年度の取り組みということでござい

ますけれども、約 40 年ぶりということで、初年度であります昨年度は、市民の

皆さんと共につむぐ・つなぐということを編さんに当たっての基本的な考え方

としまして資料収集ですとか、調査・執筆に向けた体制づくりを中心に取り組

みました。 

まずは、編さんの方向性などについて御協議いただく組織としまして、市民、

教員、学識経験者で構成します市誌編さん委員会を立ち上げまして、「まちの発

展を支えてきた産業の移り変わりが明らかになるとよい」、「幅広い年代の市民

にとって親しみやすい形でまとめてほしい」、そのような御意見をいただいてお

ります。 

それから、調査・執筆体制の面では、時代や分野ごとに部会の編成を行いま

したほか、名古屋市立大学の協力を得まして、大学生と市民が一緒になって聞

き書きを行うという仕組みのほうを構築することができました。 

このほかに、市民の皆さんに少しでも関心を持っていただけるようにという

ことで、広報に特集記事を掲載したり、ホームページで会議資料、会議録を公

開するといったような取り組みもしております。本年度から本格的な調査活動

が始まっているわけなんですけれども、埋もれていた資料が日の目を見るです

とか、新たな発見ができているということで、少しずつではありますけれども、

資料ですとか、人材に関する情報といったようなことが得られるようになって

きます。 
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問（９） 今、先ほど市誌編さん委員会のどのような人ということで言われた

んですけれども、何人ぐらいのあれで、やってみえるんですか。 

答（文化スポーツ） 編さん委員会は、10 名で組織しております。 

委員長 ほかに。 

問（７） ３点ほど、お願いいたします。まず 223 ページ、児童生徒健全育成

事業で 3,658 万 6,000 円ほど使っておみえになるんですけれども、いただいた

資料によりますと、小中合わせて不登校者が、ちょこ 100 名弱おると、97 名。

全国的にも、それから西三においても、県の平均に比べて高浜市内の小中学生

の不登校者が多いという結果になっとるんですけれども、そういったことに対

してどういった指導なり、実際、要するに不登校が治ったのか、こういった指

導で、そういった成果をお聞きしたいと思うんですけれども。 

答（学校経営 主幹） お手元にお示ししました資料のとおり、確かに高浜市

が今、非常に不登校等も多く、教育課題の大きな問題の一つであります。現在、

不登校児童生徒の約５割を超える御家庭が欠損家庭でありまして、不安定な親

の御家庭というところもあるので、学校と家庭の連携をさらに深めるように各

学校、担任を中心に子供たちへのケア、それから家庭、保護者との連携を今、

行っている状況であります。 

あと、こちらの 223 ページにございます、各種サポーターの方、カウンセラ

ーの方を通じて、子供との相談活動等も進めております。特に、両中学校にお

きましては、学校には来れるんだけれども、教室には入れないという子もいま

すので、そういった子についてはレインボーだとか、そういった教室外での学

習の場も設定をしておりますし、今、あと、いきいき広場の、教育委員会のあ

る隣の部屋には適応指導教室、いわゆる、ほっとスペースという場所も設定を

しておりまして、こちらのほうでも児童生徒の受け入れをし、相談活動を進め

ながら、学校へ早く戻れるように支援をしているところでございます。 

確かに今非常に、中学校もですけれども、小学校の不登校も徐々にふえてい

るところがありますので、気になっております。中学校に続く可能性がありま

すので、できるだけ早いうち、段階で相談を進めて指導をしていきたいと思っ

ております。一度長期化したら、なかなか難しい問題になりますので。 
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問（７） 市長の新しい政策の一つになっておりますので、期待をしておりま

す。 

それとあと２点。230 ページの高中の補修工事なんですけれども、ここでち

ょっと疑問に思いましたので、若干、お聞きしたいと思いますけれども、まず、

屋内運動場の今回、見せていただいた改修工事が終わりまして、引き続き、要

するに南校舎の西階段の防水塗装工事。それから南校舎の外壁補修工事と、立

て続けに３本、要するに同じ業者がとっとるんですけれども、これも当たり前

のことだけれども、そこら辺、経費や何かの合算経費というのか、そういった

調整をされておるのか、そこら辺のことをお聞きしたい。 

それともう一つ、同じく 249 ページ、公共施設の推進プランの中で、碧海グ

ランドの照明の鉄塔の塗装工事と、それから照明器具の改修工事、更新工事が

あるんですけれども、これも要するに足場だとか仮設費やなんかを同じ時期に

出しておる。業者が違うんですけれども、そこら辺共有というのか、やってお

みえになっとるのか、そこら辺のことをお聞きしたいと思います。 

答（学校経営） 最初に、高浜中学校の工事のほうから説明させていただきた

いと思います。まず 230 ページに掲載がございます屋内運動場吊り天井等改修

工事、こちらにつきましては、当初の計画どおり入札を行いまして、都築建設

工業さんが落札をされております。 

それからその上、南校舎北面西階段防水塗装工事、こちらも当初の予算に計

上させていただき、入札により同じ都築建設工業さんが落札されました。この

北面、西階段の防水塗装工事を行うに際しまして、これも議会で説明をさせて

いただいておったんですが、余りにも雨漏りの具合が著しくひどいということ

で、緊急に行わせていただたい経緯もあります。本来であれば、基本計画、実

施計画を経てこのような工事に入るところなんですが、少しでも早く雨漏りを

止めたいと、子供たちも廊下等で滑って危険であるという現状もありましたの

で、そういった設計を行わずに入らせていただいたところなんですが、実際、

塗装工事を行う段階で、当初見積もっていたよりも多くの爆裂箇所が発見され

たということもありまして、契約変更を行うにしても、やはりかなりの金額が

増額になってしまうので、これは急遽、小規模工事の範囲内で行えるという範
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囲でしたので、３社の見積もりを取った上で、この都築建設工業さんが落とさ

れて、たまたま同じ会社のほうで３本とも行わせていただいたという経緯でご

ざいます。 

答（文化スポーツ） 主要成果の 249 ページにございます、碧海グランドの照

明鉄塔塗装工事と、グランド・テニスコート照明器具設備更新工事の工程を調

整してということなんですけれども、工期を合わせまして、両工事のほうを調

整しながら行っておりまして、足場の設置取り外しに関しましては、照明鉄塔

塗装工事のほうの経費に含まれております。 

まず、流れとしましては足場をかけて、そのあと照明を取り外す。そしてそ

のあと鉄塔の塗装を行い、ＬＥＤの照明を設置して足場を外すといったような

流れで、工程を調整しながら実施をさせていただきました。 

問（７） それじゃあ、少しお聞きしますけれども、先ほど、高中の件ですけ

れども、これは、吊り天井のほうは、これ繰り越しの影響のほうだもんで、去

年からやっているというか、最初からあれですね、出してるもんで、どっちみ

ち同じ高中の工事だったら、多分１・２は合算じゃないですけれども、そうい

った経費のあれをやらないのか。そこら辺、調整はされたのか、見積りでそこ

ら辺を。 

それから 249 ページに関して、これは補修工事なのか増設工事なのか、ここ

には増設と書いてあるんですけれども、防球ネットのどこの部分を増設したの

か。要するに、工事名と工事内容が違うんですけれども。 

答（学校経営） 最初に、高浜中学校のほうにつきましてお答えをさせていた

だきます。屋内運動場の吊り天井等改修工事につきましては、国の学校施設環

境改善交付金というものをいただきまして、工事を行わせていただいておりま

す。 

国の補助金のほうが、1,439万 2,000円いただいて工事を行っておりますが、

この補助工事を行うに当たりまして、屋内運動場の落下防止対策ということが

中心ですので、ここだけはしっかりと設計を組みまして、県のほうと調整しな

がら進めさせていただいております。ですから、南校舎の防水塗装工事とは別

でやらせていただいておりまして、特に経費で、これを２つでやれば、少し安
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くなるんじゃないかというような話し合いはしておりません。 

答（文化スポーツ） 主要成果の 249 ページのところでございます。碧海グラ

ンド防球ネット設置工事の件でございますけれども、この内容につきましては、

Ａ面の、３塁側のファールボールが外に飛び出すということが多々ありまして、

駐車場のほうの車に当たるといったようなことがございまして、そちらのほう

のネットの設置ということで、工事を行わせていただいたものでございます。 

問（７） ということは、改修じゃなくて要するに増設した、上へ。球が出ん

ように上へ上げたという。 

答（文化スポーツ） 上に上げた部分と、全くネットがなかったという部分も

ありますので、その部分は増設ということでございます。 

委員長 ほかに。 

問（８） 236 ページ、10 款５項２目、大山公民館の利用者数と利用件数等、

出していただいているんですけれども、これ、小学校のほうに機能集約するっ

ていうことで、小学校の図面ができ上がって、公民館機能に当たる部分。もう

設計から実際につくる段階になっていると思うんですけれども、公民館の利用

者への説明状況って、どうなっていますか。 

答（文化スポーツ） 現在の検討状況でございますけれども、大山公民館長と

土地の所有者である春日神社の氏子会、それから地元の町内会長である春日町

の町内会の正副会長さんとともに、今、あり方のほうを意見交換をさせていた

だいているという状況でございます。ですので、まだ利用者に対する説明とい

う段階には入ってございません。 

問（８） すごく不思議に感じるんですけれども、新しいものをつくっておい

て、古いところを今から説明に入るというのは、これって逆に言うと、中央公

民館のときに住民投票になりましたよね。これ、こちらの思惑どおりに動かな

かったら、どういうふうに決着させるつもりで動いてみえるんですか。 

答（文化スポーツ） 今、施設のあり方について、利用者の皆様に対する説明

としまして、例えば、大山公民館の会合ですとかそういった中では、施設の今

後の方向性、市としては持たない。地域の皆さんで主体的に運営されていくの

であれば、無償譲渡をしていく。そういった大きな方向性のところについては
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御説明させていただいているんですが、まだ施設が具体的にどうなっていくの

かというところまで、詳しくお話しできる段階ではございませんので、そうい

った意味で先ほど、まだ説明はしていないということでお話を申し上げました。 

地域としては、活用していきたいというような思いを持っていらっしゃるよ

うでございますが、具体的にじゃあ誰がやっていくのかですとか、そういった

細かいところがまだ今後、いろいろ詰めていかなければいけない部分になるか

と思いますので、そういったところを、まずは中心になる団体の皆様とともに

協議をさせていただいて、ある程度、方向性がまとまった段階で、小学校区内

の団体の皆様とともに協議をしてまいりたいと考えております。 

問（８） そういうふうに今伺っていると、要は小学校の話をこちらに提案を

受けて、これからどうなるか、そのときに大山公民館はこういう方向でいくっ

ていうことも当然説明されているんで、半製品の状態。要は決まってない、話

もついていない状況で、議案として提案してきている。そういうものを見てる

っていうふうに、こちらは捉えてやっていかなきゃいけないということですね。 

答（文化スポーツ） 公共施設の推進プランのほうに掲げてあります目標年次

のほうがございますので、そこを意識しながら意見交換をしていくということ

なんですけれども、市として保有しないという、その方針のほうはお伝えして

おりますので、地域のほうで、もしやっていくということであれば譲渡してい

くという、そういう考え方のほうで交渉を進めてまいりたいと考えております。 

問（８） もう一度確認しておきたいんですけれども、要は、こちらが議案と

して出てきたのをね、根回しが済んできちんと説明された上で出てきているん

じゃなくて、それをやってから出しくれっていうふうな形で、否決させてもら

っていいということですよね。そういういうことですよね。その段階で、こち

らが賛成するということは、こちらが決めたんじゃなくて、そちらがそういう

提案の仕方をしているんですから、そういう提案のされ方をされているってい

う理解でこちらは議決に臨むしかないですよね。そういう理解でいいんですね。 

答（市長） 今のお話ですが、私どもは保有をしないっていうことを、利用者

というのはどれだけいるかわかりませんが、関係のところには、もうお話をし

ております。小学校ができた時点で、ぴしゃんと止めることはありませんが、
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何年間か使うというお話になるかもしれませんが、そこら辺のお話をさせてい

ただくと。 

ただし、市が保有することはできませんので、ということで提案をしていま

すので、その範疇で御議決をいただければいいと思います。 

問（８） その状況も合わせて御提案いただかないと、これ住民のほうから僕

ら、聞かれたら困っちゃうんですね。要は、小学校の機能の体育館の中に、そ

の機能を持つ学校内に持ち込むという話だけ。大山公民館はなくしていく方向

だっていうふうに言われるけれども、どこまでどういうプロセスで話している

か、こちらはわかんないんですよ。だから、今回あえてここでお聞きしてるの

は、そういうことをきちんと話された上で出てきているんかなあということで

確認させていただいているんで。提案するときに、周りの状況も合わせて言っ

ていただかないと判断できない、わかりますね。そういう状況になりますので、

そういう提案をぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして、同じく 243 ページ、10 款５項５目、かわら美術館の指定料。こ

ちらのほうも、要は収蔵品、貯蔵品、これをどうしていくのかっていうところ

で、これ、なくしていくっていうふうにお伺いしているんですけれども、これ

指定管理の期間、昨年議決していると思うんですけれども、これ、どういう状

況になって、どういう方向に持っていっているかっていうのをお伺いしたいん

ですけれども。 

答（文化スポーツ） 昨年度から指定管理業務、第２期に入って、美術館の方

針、これまでの展覧会重視から、市民の皆様の文化活動としていかに活用して

いただけるか、そういう方向で転換をしております。 

昨年度は、特に今まで美術館とあまり御縁のなかったような方たちとのつな

がりっていうのをいかに広げていくかということに注力して、例えば展覧会事

業の中で、市民参加の要素を取り入れたりですとか、市民の皆様と一緒に協働

で企画を実施する、そういう中から広がりをつくっていく、種をまいていると

いうような状況でございます。 

そういった利用者の方をいろいろふやしていく中から、利用者の方が利用者

を引っ張っていただく、そのような広がりにつなげてまいりたいというふうに
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考えております。 

それから収蔵品の件でございますけれども、収蔵品をなくしていくというよ

うなお話っていうのは、議会の場でさせていただいたということはないかと思

いますけれども、収蔵品というのは、これは市民の皆様の財産であるとともに、

これは日本全体の財産といいますか、皆さんにとっての共通の財産ということ

になりますので、市としてやはり瓦文化ということで、今まで先人の皆様たち

が培ってきた文化というものをきっちりと守っていく、そういう責任があると

いうふうに考えておりますので、収蔵品については、適切に保管、保存という

形で考えております。 

問（８） 収蔵品を継続して持ち続けるっていう方向に変わったんですか。い

やいや収蔵品ね、持つと空調の管理ですとか、そういう維持管理するのにコス

トがかかるんでというお話があって、５年間かけて収蔵品をどこかに寄贈する

か、寄贈いただいた方に御相談して処理の方法を考えるというふうに、これ、

正式に伺ったわけじゃないんで、どういう方向でいくかっていうことを示さず

に、こう動き出されているんで、その辺どうなっているかっていうのをこちら

がわからない状況で議決していっているということは、例えば５年後にどうな

るかっていうところね、とりあえず５年間延ばして、その間に何とかしますか

らっていう説明聞いているんで、そのところが全然わからない、方向性が決ま

っていなくって、提案してそのままずるずるっといくというパターンで考えて

みえるのか、何なのかよくわからないんですけれども。ちょっとその辺のほう

は、きちんとお答えいただきたい。 

答（こども未来部） 収蔵品を処分するということは、私ども言った記憶がご

ざいません。収蔵品も、購入資料あるいは寄贈資料合せまして 2,400 を超える

点数がございます。 

あるところでは、雪で美術館はつぶれちゃったけれども、収蔵品だけはほか

の公共施設に保管して、市民の方に見せておるところもございます。そういっ

たふうで、寄贈資料につきましても寄贈してくれた方の心ですね、かわら美術

館だから寄贈するということもございますので、これは守っていきたいと思い

ます。ただ、これからは収蔵品はどういったふうに見せていくか、市民の方に
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まだ見せていない、見られていない方も結構おると思いますので、そういった

方法、どういったふうに見せていくかということを、これから検討していきた

いと思います。 

問（８） 決算とあれになっちゃうかもしれないんですけどれも、要は収蔵品

をずっと持ち続けるということは、美術館としての機能の中でね、逆に言うと

その収蔵品を管理できる、その能力を持った、そういう美術館になっていると

いうふうに伺っているんですよ。それを維持し続けるという理解でいいんです

か。そのためのコストってどれだけかかるかというのも、今度またお伺いしま

すけれども、そういう理解でいいんですよね。 

答（こども未来部） 収蔵品は維持していくという形で、今は考えております。 

答（副市長） 将来的に美術館という形で残していけるかどうかは、これはわ

かりません。わかりませんが、どこかで高浜市の文化・芸術というところをや

はり見せていくというか、そういったところは、やはり必要だと思いますので、

全ての貯蔵品を市のほうが管理していくのかどうかも含めて、もしどこかに寄

贈できるものが、ところがあるんだったら寄贈していく。そうしたことで、全

体のところはふやすことはございませんが、やはり違う形でも文化・芸術の継

続というのは、やっていく必要があるんだろうというふうに考えております。 

委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩します。再開は 15 時 15 分。 

 

 休憩 午後 3 時 8 分 

 再開 午後 3 時 15 分 

 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。ここで当局より発言を求められ

ておりますので、許可します。 

答（都市整備） 先ほどの７番議員の御質問の件についてお答えいたします。

８款２項１目の工事の関係ですが、工事請負費ということで道路橋りょう修繕

工事、当初予算 3,675 万円を計上しております。それにつきましては、本年の

３月の補正予算で 886 万 7,000 円を減額しております。この減額した金額につ

きましては、当初予算からの工事の請負残等々、あと国庫補助の交付額が思っ
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たよりも少なかったことも含めて、工事の内容を見直して、補正のほうで残額

を削っております。そういった金額で、よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（６） それでは、３点ばかりお願いいたします。まず１点目は、小学校の

図書の購入費が 120 万 1,706 円。これは、各学校ごとのあれが書いてあります

けれども、当然、失礼いたしました。ページ数は 228 ページです。それで、こ

れは当然、学校の図書の購入のほうは児童１人当たりに対していくらという基

準があるんですけれども、その基準と比べて、これはどうなっているかという

ことをお伺いしたいということと。 

それからもう１点、231 ページに中学校の図書購入費が 105 万 2,314 円。こ

れが載っているわけですけれども、高中が 63 万 1,216 円、南中が 42 万 1,098

円。それも、今の先ほどの質問と一緒で、基準があると思いますけれども、そ

の基準に比べてどうなっているのか。 

それからもう１点。237 ページ、図書館の管理運営事業、ここで、図書館及

び郷土資料館の指定管理料ということで 6,943 万円、これだけの金額が載って

いるわけですけれども、この中には図書館の図書購入費、この部分が入ってい

ると思いますけれども、それがいくらになっているか、まずそれをお答えくだ

さい。 

答（学校経営） 学校の図書の購入費なんですが、交付税の算定基礎の数字を

基にこれまではじき出しておりまして、あくまで最低基準のところで出してお

りますので、その部分ではクリアしているんですけれども、やはり黒川委員が

以前からおっしゃられますように、学校の図書のほうも、私も何度か学校の図

書館には行くんですけれども、やはり日に当たったところとか、かなり本の老

朽化も激しいのも目の当たりにしております。今、学校の図書の先生たちの集

まりとかで、そういった、学校図書に関する要望のほうも確認をしているとこ

ろでございます。必要に応じて来年度の当初予算のほうにも計上して、検討し

ていきたいというふうに考えております。以上です。 

委員長 ほかに。 

答（文化スポーツ） 主要成果説明書 237 ページの図書館の指定管理料の中に、
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図書購入費がいくら入っているかということでございますけれども、28 年度に

つきましては 1,450 万円が図書購入費となっております。 

問（６） なぜ、そういったことを聞いたかといいますと、前から私も、図書

館のことはいろいろと質問させていただいているんですけれども、実際に同じ

図書館のいわゆる学校の本であろうが、図書館の本であろうが、いわゆる高浜

市の財産である図書には変わりがないわけです。それで以前、私がやっている

ときには、図書館のほうで、学校で購入する図書の登録も全部、図書館のほう

でやっていたんですけれども、今、聞くところによりますと、学校で購入して

いる図書は学校で登録している。図書館で買った本は図書館で登録している。

結果、図書館のほうで学校がどんな本を買っているかということが、わからな

いと思うんですね。その辺のところはいかがですか。 

答（学校経営） 学校図書館システムのほうも昨年度から更新をさせていただ

きまして、徐々に図書館システムのほうが、現在の市立図書館の図書館流通セ

ンターさんと相性の合ったシステムに統一させていただいておりまして、図書

館流通センターさんの御支援もいただきながら、現在、学校図書の書誌ラベル

のほうの統一、読み取りも順次進めているところでございますので、今後は、

市立図書館と学校図書館とで、どういった本があるのかということは、確認が

できる環境になってくるとは思っております。 

意（６） 私が、以前から言っていることを段々と形にしていただいてありが

たいと思いますけれども、やはり先ほどから申し上げているように、学校の図

書だろうが、それから図書館の図書だろうが、高浜市の財産には変わりがあり

ませんので、ぜひそういったことをこれからも公共施設のあり方の中で、学校

をいろんな公共施設やなんかを複合化していくということがありますので、そ

ういう中で当然、学校図書館も一般に利用できるような、そういった形をやっ

ていくと、今、うちが、いつでもどこでも図書館構想っていうのを出しており

ますけれども、そういった構想も一層進むと思いますので、ぜひそういったこ

とをこれからも前向きに進めていっていただきたいと思いますのでお願いいた

します。 

委員長 ほかに。 
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問（14） 主要成果説明書の 226 ページの中の、グラウンド整備工事といった

ところの、吉浜小学校のグラウンド整備ですけれども、私の記憶では 27 年だと

思いますけれども、27 年の運動会に前日雨が降って、吉浜小学校だけが運動会

ができなかったというところを踏まえて、28 年に改修をしていただいたと思っ

ております。私もよく小学校を利用させていただきますけれども、見事に改善

されたと思っております。この工事の内容をお聞かせ願いたいと思います。 

答（学校経営） 吉浜小学校のグラウンドの状況につきましては、今、鈴木委

員がおっしゃっていただいたとおりで、かなりの水たまりができるということ

で、グラウンド整備を行わせていただきました。工事の内容なんですが、まず

グラウンド全体の表層面を７センチメートル削り取りまして、水はけのよい改

良土を混ぜた上で、またグラウンドへ戻す作業をまず行いました。 

それから、校舎側から南側へ向かって、グラウンド全体に緩やかな傾斜をつ

けまして、またグラウンドの水を排出するためにグラウンドの外周部分、特に

南側と東側になるんですが、外周部分に排水溝を新設させていただき、より水

はけがよくなるような工事を行わせていただいております。以上です。 

問（14） 先ほども言いましたように、私も小学校のグラウンドを利用させて

いただいて、以前はすり鉢状になっていて、４、５日は使えないという状態が

続いていましたので、この前の運動会でも前日に雨が降っていたんですけれど

も、当日に伺ったら本当にすばらしいグラウンド状態で、改修の効果というの

は、これほどあるんだなというような実感をいたしました。 

当然、そういうことになりますと体育の授業だとか学校開放の場面で、より

良く利用が広がったんじゃないかと思いますので、この工事によって、改善さ

れたというか、利用がふえたというようなところが見えるなら、ちょっとお聞

かせ願いたいと思います。 

答（学校経営） 冒頭の御質問にもあったんですが、２年前の運動会でやはり

地域の方々からもかなりの苦情を私どもいただきまして、それ以後ですが工事

前、工事あとの雨が降るたびに、翌日に私どもは吉浜小学校のグラウンドの様

子を見に行かせていただきました。工事終了後は、見に行ってもほとんど水た

まりが残っているということはありませんでした。 
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また、学校のほうからも以前は、少し多めの雨が降ると、１週間近く水たま

りが残っているというような話を聞いておりましたが、今では、ほとんど翌日

には水たまりも消えて、体育の授業や休憩時間など、子供たちがグラウンドで

体を動かすことができて、大変ありがたいというお言葉はいただいております。

以上です。 

問（14） 吉浜は、そういう環境が良くなりましたけれども、そのほかに４校

の小学校があります、中学校が２校あります。そのほかに、吉浜小学校の以前

のようなグラウンド状態の学校が見受けられるのか、それを把握してみえるの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

答（学校経営） 吉浜の件があって以降、特にグラウンドのほうも私ども注視

をさせていただいておるんですが、今の現状では、南中学校のグラウンドが吉

浜に匹敵するぐらい水はけが悪いという状況を掴んでいます。あと、翼のほう

もグラウンドのほうはちょっと新しいんですが、意外と水はけが良くないとい

う状況もつかんでおります。あと、高取のほうが、雨によってですけれども、

水はけがそれほど良くはないという状況はつかんでおります。 

問（14） 子供たちが外で遊ぶっていうのは、最大の喜びだと思っております

ので、雨のおかげで小学校によっては、そういう差別というのか、日にち的な

ことがないように、なるべく同じような条件で外で遊んでいただけるような環

境を整備していただきたい、そんなふうに思っております。 

それから 227 ページ、隣のページですけれども、小学校情報教育基盤整備事

業の中で、タブレットパソコンの導入を完了したということで、ＩＣＴの授業

の中で、活用した実践はどのようになっているのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

答（学校経営 主幹） 貴重なお金をいただきまして、全小学校にタブレット

パソコンを導入することができました。ありがとうございました。今現在、児

童、生徒らが一人ひとり情報端末を持ち出せるために、資料を教員から提示し

たりだとか、あるいは子供が資料を自分で収集をして、それをそれぞれの話し

合いの場に持ち込んで活用したりだとか、今まで、パソコン教室でしかできな

かったことを各教室でも積極的に活用しております。 
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具体的には、昨年度、港小学校では小学校４年生児童を対象に、体育科の跳

び箱の授業でペア学習を行いまして、それぞれが跳んだ跳び箱の技を動画で撮

りながら、手元にある教科書の手本の跳び方と自分の跳び方を比較し合いなが

ら、どこをどう改善していったらよいのかというようなことを、お互いに話し

合って技能の向上を図る実践をしております。 

また、高浜小学校では、家庭科の授業を６年生、おいしい食事の献立づくり

の実践が昨年ありました。５大栄養素の働きを調べながら、一食分の献立を自

分で考えて、タブレット端末を利用して全員に発表し、意見交流を行うという

ようなものであります。栄養や彩り、いろんな組み合わせも視覚的にしっかり

見えて、とても充実した話し合いができたと聞いております。 

あと、またプログラミング学習については話題になっておりますが、昨年の

段階で港小学校２年生を対象にスクラッチというキャラクターを使って、決ま

った位置に移動させる簡単なプログラミング学習があるんですけれども、こち

らの実践についても授業研究が行われて発表がされております。 

今後も 2020 年に、小学校においてプログラミング学習が必修化されること

を見据えて実践を積んでまいりたいと思っています。以上です。 

問（14） 今のその、低学年からもそのタブレットを使ってのいろいろな思い

を膨らませながら使用していくということですけれども、これは２年生からも

使ってみえるのか、もちろん６年生まで。だいたい各学校、何台導入されたか。

それ、わかれば教えていただければと思います。 

答（学校経営 主幹） 小学校には、1 クラス全員がすぐ使えるように 40 台入

っておりまして、教員用ももちろんあります。 

あと、中学校のほうにも、この 29 年度より運用ができるように 21 台ずつ、

それぞれ入っています。中学校の 21 台の理由は、技術家庭の授業の関係で、ど

うしてもデスクトップのしっかりしたパソコンも必要になってまいりますので、

小学校のように１学級全員が一斉にという端末はちょっと入っておりませんけ

れども、中学校のほうにも入っております。以上です。 

意（14） 偶然にもきょう、６年生の女の子だったと思いますけれどね、タブ

レットを使って楽しいかとか、まあまあ楽しいという答えだったんで、ぜひ楽
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しいですと言われるような授業を進めていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

委員長 ほかに。 

問（16） ５項４目、241 ページですけれども、２の放課後居場所事業という

ことで、参加状況が一覧になっておりますけれども、年々周知されてきて利用

者もふえているのかなというふうに思いますけれども、特に雨天の日のいろん

な対策ということで整備をしていただきましたけれども、雨の日はどのように

過ごしているのか。 

それから、雨天の日の利用状況がどうなのか、お伺いしたいと思います。 

答（こども育成） 放課後居場所事業の雨天時の利用ということでございます

けれども、雨天につきましては、児童センターがあります学区につきましては、

児童センターを利用したセンターキッズ事業という形で、普段は校庭を使って

遊んでいただいておりますけれども、お家に帰られて、御家庭でどなたもいら

っしゃらない御家庭のお子さんにつきましては、児童センターのほうで遊んで

いただけるようにしております。 

雨天時の利用状況がすいません、ちょっと今手元にすぐに持ち合わせており

ませんので、改めて御報告をしたいと思いますが。 

問（16） 大体どんな状況になっているのか、把握していればあれですけれど

も、大雑把でいいですけれども。いつまで。雨天の日もちゃんと利用している

のか、どうなのか。 

答（こども育成） 雨天の日も当然、利用していただいておりますので、昨年

度までは、27 年度は高取公民館の利用がほぼなかったということでございます

が、28 年度は高取公民館の利用も数名、２、３名でございますが、利用が出て

きたということで承知をしてございます。 

問（16） それから、スタッフの確保につきましては今、大体、全体で何人ぐ

らい確保していらっしゃるのか、スタッフの方。 

答（こども育成） 放課後居場所事業のスタッフにつきましては、各小学校、

シルバー人材センターへ委託をしておりますけれども、各小学校１名の方にお

願いをしておりますが、高取小学校のみ利用児童数が多いということで、２名
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の配置という形でやっております。 

それに加えまして、月に数回程度になりますが、プレイングマネージャーと

いうことで、たかはまスポーツクラブさんなどに遊びの指導をしていただくと

いう形で、数回入っていただいておるというような状況でございます。 

意（16） 特に梅雨どきなんか雨がずっと続くもんですから、利用ができなく

て困るなということと。 

それから特に高取小学校は公民館までかなり距離感がありますので、そこま

でいちいち行ってまで利用したくないなというような声もありまして、スタッ

フの方からだと思いますけれども、幼稚園が廃園になった場合、そこが利用で

きるといいなあというようなお声もいただきましたので、今後、そういったこ

とも考慮しながら、もし改善できるような時期がくれば、改善の方向でまた進

んでいただきたいなというふうに思います。以上です。 

委員長 ほかに。 

問（12） 223 ページ、10 款１項３目、ここに 11 番で、いじめ・不登校対策推

進事業委託っていうのがありますが、これは、どのような委託をしているのか

お示しください。 

答（学校経営 主幹） 10 款１項３目の、いじめ・不登校対策推進事業委託に

つきましてお答えをします。先ほどの資料にもありましたとおり、不登校の子

も多いということで、学校を挙げて今取り組んでいるし、学区で取り組んでい

るところであります。市にも、いじめ・不登校対策推進委員会というものを組

織いたしまして、その下部組織として各校にいじめ・不登校対策推進委員会を

設けております。 

そして各５小、２中、学校のＰＴＡとも連携をしながら、不登校・いじめが

なくなるように推進をしているところであります。以上です。 

問（12） そうやって皆さんが一所懸命やっている一方で、小学校２年生の先

生なんですが、忘れものをした子がいると、誰々さん何々忘れた、あーあと言

って、クラス中唱和させるそうなんです。これは、いじめではないかというの

もあれなんですが、それも先生が最初に子供たちに、そういうことをしようか

っていう提案をされたそうで、校長先生にはお話ししてありますが、本当に皆
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さんが一生懸命いじめをなくそうっていうことで取り組んでいるさなかに、そ

んなことがあるっていうのは大変なことだもんですから、ぜひ、注意をしてい

ただきたいと思うんです。そういうことを知ってみえたかどうか、ちょっとそ

の点と。 

それから 10 の「あいち・出会いと体験の道場」推進事業委託で７万 5,000

円が出ていますが、これもし、そういういろんな職業についてみるということ

であれば、自衛隊の体験入隊があれば、中止してと思うんですが、その点では

いかがなんでしょうか。 

答（学校経営 主幹） まず１点目の教員の対応については、市教委としては

今、私はこの場で初めてその事例についてはちょっと耳にしまして、不適切な

発言であると思います。ちょっと事実関係が今、この時点では私のほうではっ

きりしたことが申し上げられませんので、もしそういったことがあるようでし

たら、今後そういったことを再発防止に努めてまいりたいと思いますので、御

理解いただければというふうに思います。 

二つ目の、あいち・出会いと体験の道場につきましては、これについては県

の委託事業でありまして、県のほうからそのような委託を受けまして、各両中

学校がキャリアスクールプロジェクトとして職場体験を進めております。昨年

度、高中は２年生で、南中学校は１年生で実践をしており、特に昨年につきま

しては、特に自衛隊というような声は聞いておりませんが、それぞれ子供の思

いということで、一つの職業として捉えておりますので、希望があれば、余り

そう、教員のほうがそれはだめだと、拒むことはできないのではないかなとい

うふうに思います。もちろん、今北朝鮮情勢があって、ミサイル問題もあるの

で、いろいろ難しい問題はあるのですが、一つの職業として捉えたいというふ

うに考えています。以上です。 

問（12） 体験入隊っていいますか、職場体験だということでいきますと、鉄

砲を見せたり、持たせたり、これは銃刀法違反なんですが、義務教育中の子供

が学ぶべきとこじゃないと思いますので、ぜひ中止をさせていただきたいと思

います。 

それから 227 ページの小学校給食運営事業ですが、１億 1,328 万 4,102 円で
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す。これが出ているんですが、学校の給食の時間っていうのは、何分といいま

すか、とってあるのでしょうか、お示しください。 

答（学校経営 主幹） これは、学年によっても、特に低学年の１年生は準備

が非常に時間がかかりますので、年度当初につきましては４時間目の授業の後

半から十分に時間をかけて食育を行っているところであります。 

あと、高学年になれば慣れてまいりますので、４時間目の終了 12 時 30 分か

ら１時 15 分・20 分、これは日課によって学校、異なりますし、給食時間の設

定も異なりますので、45 分ぐらいの時間を確保して準備、食事のほうをとって

いるという状況です。 

中学校についてはまたちょっと短くなって、南学校はちょっとしっかりと食

べさせてあげたいということで、今年度５分時間を工面して延ばしているとい

うことを聞いております。以上です。 

答（学校経営） 先ほどの、あいち・出会いと体験の道場の御質問の中で、自

衛隊のほうで鉄砲などを生徒たちに見せて体験をさせているというような御発

言がありましたが、以前から、内藤委員さんからそのような御質問をいただい

ておりまして、私どもも学校のほうには確認をとっておりますが、もし自衛隊

を希望する子供たちがいたとしても、自衛隊で団体行動、集団行動を中心にボ

ランティアの面でいろんな体験をさせていただくというようなことを行ってい

るというふうに伺っておりますので、そういった鉄砲だとかというようなお話

はなく、鉄砲を見せたりというようなことは伺っておりませんので申し加えさ

せていただきます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 給食の時間ですが、今、食べる、食事をする時間というのは、15 分

で食べるとか。給食、支度してから食べ終わるまでということじゃなくて、食

べる時間というのが 15 分だとかで、決まっているとかで、よそでは大分問題に

なっているんですが、何ていいますか、やっぱり食事をするっていうのは、落

ち着いて、よく噛んでっていいますか、食べなきゃいけないと思いますので、

そういうふうに余り短い時間でっていうことは。 

委員長 内藤委員、質疑のほうをお願いします。 
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問（12） で、お願いしたいと。 

それから 228 ページの 10 款２項２目、小学校児童就学援助事業、この関係

ですが、入学準備金を入学前に支給してということを言っているんですが、就

学援助事業が 1,608 万 6,547 円ですか、ことしからこれは増額されたというこ

とですが、入学準備支度金については、平成 30 年度は入学前に支度して、これ

は交付要綱も改正されていると聞いていますんで、ぜひ入学前に準備金を出し

ていただきたいと。 

委員長 内藤委員、その質問は一般質問で御質問されたと思いますんで、決算

の質問に変えていただきたいと思います。 

問（12） 重ねて言っておきます。 

10 款３項２目、中学校生徒就学援助事業で、修学旅行の費用も早く支給して

ほしいということを言っておきますので、ぜひお願いします。 

それから 235 ページ、工事請負費ですが、中央公民館解体工事が 190 万円と

１億 3,558 万円ですか、出ているんですが、この中央公民館を取り壊したのは

どのようなというか、中央公民館は中央公民館としてじゃない、商工会は商工

会として登録はされていると思うんですが、どういうような契約書で、どうい

う形で取り壊したのかお示しください。 

答（文化スポーツ） 商工会館の取り壊しということでございますけれども、

中央公民館と商工会館というのは一体的な建物となっておりますので、それで

商工会さんのほうにお話をさせていただきまして、取り壊しの御同意もいただ

いて、工事のほうを進めさせていただいております。 

問（12） 中央公民館には、移転補償費もちゃんと出しているんですけれども、

取り壊しは中央公民館のほうでっていうか、市の費用で全部取り壊したってい

うことですけれども、二重、三重に出しているんではないかという気がいたし

ますが、その点ではいかがなんでしょう。 

答（地域産業） 中央公民館に補償費ではなく、高浜市商工会に補償費という

ことでお聞きされていると解釈しましたが、高浜市商工会に建物補償としてお

支払いしている補償費には、取り壊し費用は含まれてございません。 

委員長 ほかに。 
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 「議事進行。」と発声するものあり。 

 

委員長 質疑もないようですので、10 款、教育費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

11 款 災害復旧 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、11 款、災害復旧費についての質疑を打ち切

ります。 

 

 

12 款 公債費 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、12 款、公債費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

13 款 諸支出金 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、13 款、諸支出金についての質疑を打ち切り

ます。 

 

 

14 款 予備費 

委員長 質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、14 款、予備費についての質疑を打ち切りま

す。 

 

 

委員長 ここで、認定第１号についての質疑漏れがありましたら許可いたしま

す。なお、質疑については、まとめて行ってください。 

問（12） 211 ページで、不均一課税での関係ですが、10 億円以上の企業の。 

委員長 もう一度ページ数を。 

問（12） 211 ページじゃない、21 ページです。法人市民税の関係ですが、不

均一課税を、税率を上げるとどれぐらいの増収になるかということをお聞きし

ておきます。 

委員長 答弁を求めます。 

答（税務） 9.7％のものを超過税率 12.1％になりますので、その差額という

ことになります。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で認定第１号についての質疑を打ち切
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ります。 

暫時休憩します。再開は 16 時です。 

 

 休憩 午後 3 時 51 分 

 再開 午後 3 時 59 分 

 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 

認定第２号 平成 28 年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について 

委員長 歳入・歳出一括質疑を許します。 

問（14） それでは、主要成果説明書の 253 ページから 28 年度の決算の概要に

入って質問します。28 年度決算においては、歳入歳出の収支の結果では、１億

2,629 万円が、平成 29 年度へ繰越金になっています。また、28 年度のみの収支

となる単年度収支においては、約 2,296 万円の赤字となっています。平成 27

年度の単年度収支が 4,236 万 6,000 円の黒字であったのに対して、今回の決算

では赤字となった要因をどのように分析してみえるのか、お聞かせ願いたいと

思います。 

答（市民窓口） 平成 27 年度の単年度収支が 4,236 万 6,000 円の黒字になった

要因は、共同事業に係る制度変更により交付金、こちら歳入の６款に当たりま

すけれども、そちらのほうが拠出金歳出７款に当たります。こちらを大きく上

回ったことが大きな要因となっています。 

その反面、平成 28 年度の単年度収支が 2,295 万 6,000 円の赤字となった要

因は、被保険者数の減少による国保税収入の減少と、平成 27 年度は制度変更が

本市にとって有利に働きました共同事業が、県内市町村の医療費の動向により、

本市において拠出金が交付金、歳出が歳入を大きく上回ったことが影響したと

考えています。 

なお、被保険者数の減少の要因としては、高年齢者雇用安定法の一部改正、
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それから労働派遣法の一部改正、非正規労働者の社会保険適用の拡大などの制

度改正によって、被保険者の中所得者層が被用者保険、こちらのほうに移行す

る割合がふえてきているものということで推測いたしております。 

問（14） 国保の財政は、本当に国の制度改正によっては右往左往しなければ

いけないというのは、一つの原因だと思いますけれども、平成 28 年度の単年度

収支の赤字要因としては、制度変更による影響として、被保険者数の減少を危

惧しているとのことだが、今後の国保の財政運営に対する影響はどうなのか教

えてください。 

答（市民窓口） 社会保険への適用拡大に伴う制度変更の影響から、本市にお

いても生産年齢層が減少し、高齢者が多く加入するという市町村国保の構造問

題が一層、顕著になることを懸念しております。平成 28 年度の決算では、平成

29 年度に１億 2,629 万円の繰越金はもたらしましたけれども、今後、被保険者

数が減少するということは、国保税収入も減少するということを意味していま

す。 

また、国、県などからの概算払いによる交付金についても、例年の補正予算

のほうでも御可決いただいていますとおり、前年度の実績により翌年度精算と

しての影響を受けることが大きくなっているというような形の影響を考えてい

ます。 

問（14） 構造的な課題や仕組みが、表面化しているということで、その中で

平成 29年度に１億 2,629万円の繰り越しができた要因をどのように分析してい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

答（市民窓口） 繰越金ができました要因といたしましては、現年度課税分の

収納率が 1.1％増の 90．3％。それから滞納繰越分の収納率が 8.3％増の 31.0％

と収納率が向上したことと併せまして、平成 27 年度は、高額な新薬の影響を受

け急増となりました療養給付費が、平成 28 年度においては薬価価格の改定によ

りその請求実績が減少したこと。 

また、先ほども触れましたけれども、平成 27 年度決算において共同事業費

にかかる制度変更の影響が本市に有利に働いたことから、平成 28 年度へ１億

4,924 万 6,000 円を繰り越すことができたもの。こちらのほうが主な原因とい
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うふうに考えております。 

問（14） 29 年度の繰越額については、収納率の向上が最大の要因であるとい

うことでありましたけれども、今回、国保税の収納率の増加した取り組みを教

えていただきたいと思います。 

答（市民窓口） 収納対策につきましては、税務グループと共同で当たってお

ります。現年度課税分については、国保税の納め忘れがない方法を窓口や広報

等で推奨してきたことにより、平成 27 年度と比較すると、年金からの引き落と

しとなる特別徴収が 3.4％の増。 

それから口座振替、こちらのほうも推奨してまいりましたが、0.2％の増と

いうふうになっております。 

また滞納繰越分については、滞納のある被保険者については短期保険者証を

発行しておりまして、こちらのほうが６カ月ごとの更新時において職員が面談

を行いまして、その被保険者の方に合った分納などの対策を行っています。 

またもう一つとしては、西三河滞納整理機構、こちらのほうの協力を得た滞

納整理を行っていたことが収納率が伸びた理由として挙げられます。 

なお、収納率の向上対策については、今後も鋭意努力していく必要があるも

のというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

問（14） 現行制度では、大変厳しい体制運営を強いられると思います。また、

先ほどお話がありました収納率の向上など、でき得る限りの対応をして、財政

運営を行っていただくことをお願いしておきます。 

委員長 ほかに。 

問（８） １点だけ。ここで聞いていいのかどうか、よくわからないですけれ

ども、主要施策の 267 ページ、８款２項１目の診療報酬明細書（レセプト）点

検事業。ここの中で医薬品のジェネリックの利用率。これが一体どうなってい

るかっていうことをまず教えていただきたいのと、できれば、年齢の階層別で

わかれば教えていただきたいと思います。 

答（市民窓口 主幹） ジェネリックについてのお答えをさせていただきます。

主要成果の 256 ページには、27 年、28 年度の差額通知の状況を、人数、実施月

でお知らせさせていただいておりますが、年代ごとに国保の加入者のジェネリ
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ックの利用率を分析させていただいておりますと、20 代の方と 60 代の方は割

合としては非常にほかの年齢層に比べて、多くのジェネリック利用率があるこ

とがわかってまいりました。 

必ずしも 40 歳以上の先ほど申し上げました差額通知の対象者ばかりではご

ざいませんが、広報やほかの情報提供などでジェネリックの利用について、関

心が多い人たちがお医者様、薬剤師様の提案によりジェネリックを使っている

ものと思います。 

直近では、ことし１月から５月のところで、20 代のジェネリック利用率は、

50％を超えております。また、60 歳代のジェネリック利用率を１月から５月で

見てみますと、皆さん 40％から 48％弱ぐらいの方たちが御利用されているとい

うふうになっております。 

問（８） 確認させていただきたいんですけれども、医療費の負担は 15 歳まで

は無料っていう形になりますよね。ここの年代の利用率と、先ほど 20 代のとこ

ろは突出していいというお話されたんですけれども、この年代の層と、あと高

齢者、後期高齢者、医療費の負担、窓口負担が変わっていますよね。ここのと

ころで傾向が変わるのかどうかっていうことを教えていただきたいんですけれ

ども。要は、自分のコスト意識が働いて、そういうことを窓口で話しているか

どうかということを確認したいんですよ。 

委員長 答弁を求めます。 

答（市民窓口 主幹） 15 歳以下の方、子どもさんについての費用です。先ほ

ど申し上げました、ジェネリックの年代別推移は、その別枠での公費の部分を

抜きにして利用されている人の率を申し上げましたので、確かに、委員の言わ

れるように、自分では払っていないからとそのお母様が、たくさんのお薬をと

いった傾向も危惧されるところではあります。 

しかし、処方の期間などに制限を受けておりますので、処方期間、風邪を引

いたら２週間、４週間、６週間というような薬の処方ではなく、３日、５日と

いったような短期での処方になっておりますので、再度病状が変われば受診す

る構図になっています。医師会の先生や薬局、院外処方の薬剤師さんたちから

の説明を受ける機会がその都度あるかと思っています。 
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問（８） 今、お話ししたのは、基本的に自分のコスト意識がね、他人の財布

だと思うと、ぞんざいになんでも使っちゃう。そういう傾向がジェネリックの

中に出てるというのを、企業の健康保険組合からも聞いているんで、あえて、

こういう話をさせてもらっているんですけれども。やっぱり受益者負担のとこ

ろをはずしちゃうと、税で人の財布で使うとなると自分のお金じゃないんで、

そういう意識が働くようになると、どんどんどんどん、そこに投入していかな

ければならなくなるので、やっぱり、そういうところをしっかり見て、こうい

う傾向が出ているということを提言してほしいなという気がするんですけれど

も。そういう活動って考えてみえますか。 

答（市民窓口） やはり、委員のおっしゃるとおりだと思っています。その対

策としては、広報等で医療費の適正化について、掲載させていただいておりま

す。その形とともに、あとは窓口のほうにみえた方についても、やはり適正化

についてはいろいろと、こちらのほうからお願いをしているような実情はあり

ますので、よろしくお願いいたします。また、高齢者、75 歳以上の後期高齢者

につきましては、連合のほうからリストがまいりまして、差額通知という形で

こちらのほうから出させていただいております。そこについてはジェネリック

の指導についても、連合のほうと合わせて行っているという実情がありますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかに。 

問（16） 268 ページ、健康事業の健診、また、医療費適正化ということで、

国保ヘルスアップ事業を、これデータヘルス計画に基づいて、事業を推進して

こられました。26 年に確か計画ができ上がったと思いますけれども、それから

３年目を迎えると思いますけれども、事業の進捗状況ですとか、それぞれの事

業の効果についてはどのように分析し、評価しておられるかお尋ねしたいと思

います。 

答（市民窓口 主幹） 268 ページの国保ヘルスアップ事業。委員がいまお話

していただきましたように、26 年度にこの計画を策定させていただき、27 年度

からこの 268 ページに表記しております事業に近いところからスタートさせて

いただいております。例えば、この 268 ページの表の下から２つ目、「人生半世



95 

紀点検」健診勧奨事業を例に御説明をするのであれば、27 年度のときにも、50

歳になられる方に健診の御案内をさせていただいております。 

女性と男性と比較して、受診勧奨に応じていただいた方たちは、どちらが効

果があったのかなというようなことを見させていただき、男性に比べて女性の

方が、勧奨に応じていただける方が多かった。それらを反映し、この表の中の

「健康美磨女エントリー」事業、「健康美磨女の集い」といったように女性に焦

点を当てて、ここでは 40 歳になられる方、40 歳以上の方に焦点を当てて女性

の健康づくり事業を実施しております。 

昨年度「美磨女の集い」については、小規模ではございますが、定員 20 名

の事業規模で実施をさせていただき、民間さんの御協力を得ながら、健診結果

の説明を薬剤師さん、生活習慣病見直しの提案を協会健保の栄養士さんと、美

磨女ごほうび体験などについては、バレエの講師の先生や市内の化粧品販売店

さんなどの協力を得て、実施をさせていただき、従来にない参加者満足度の高

い事業であったと捉えております。常に、このように各事業の成果を捉え、効

果のあることは、より推進し、残念ながら効果が少なかったかなというものに

ついては、既に見直しなどもさせていただいて進めております。また今年度、

次のデータヘルス計画を立てさせていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

問（16） すごくバラエティに富んだ、とても興味を引くような事業内容で工

夫されているなと十分伝わってきております。大きな効果というよりも将来的

にこつこつとやることによって、また、やりながらＰＤＣＡサイクルを回して

いくということにも繋がると思いますけれども、そういった形で進めていただ

きたいと思います。それで、この計画の見直しの時期、３年目に入っていると

いうふうに伺っておりますけれども、修正点や改善点、どのように見えてきて

いるのか、中身について伺いたいと思います。 

答（市民窓口 主幹） ２期のデータヘルス計画の策定作業に入っております。

医療の分析や健診データの分析、ここに示しました各事業の分析、また、特定

保健指導など、保健福祉グループの保健師の協力により実施しておりますが、

それらの分析などを踏まえていくことと、合わせて 30 年からの特定健康診査の
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実施や 30 年からの特定保健指導の実施内容など、国の手引きが若干変わってく

る通知を受けております。若干であって大きな制度改革ではございません。 

総じて高浜市の現状は健診受診率はまあまあ高い。だけど、健診を受けてく

れているけれども、メタボ該当率・予備軍率が高い、といった高浜市の特徴が

見えてきておりますので、そこの部分に先ほどご説明しました、議員も言って

いただきましたＰＤＣＡサイクルでより効果的な事業の実施を考えていきたい

と思っております。その中で先ほど、ほかの議員からの御質問でありましたジ

ェネリックだとか啓発事業なども、計画に一層盛り込んで展開をしていきたい

と思っております。 

意（16） 市民の皆様の意識が特に変わっていくということが重要になってく

ると思います。ここらへんがベースになってくると思いますので、地道に、根

気よく、粘り強く、推進をしていただきたいなというふうに思っております。 

委員長 ほかに。 

問（12） 253 ページ、加入者の状況で加入世帯数が 5,209 件、加入者数が 8,680

人。昨年よりも減っているんですが、これは、どういう理由なのかなというこ

とと、３のところで、保険給付費の合計額が、前年度と比較して、5,258 万 8,000

円減少となったというのが載っているんですが、これは退職被保険者等療養給

付費だとか出産育児一時金が減少したことによるというふうに載っていますが、

これ以外に、ほかに理由はあるのかどうか。そのあたりをまずお示しください。 

答（市民窓口） 被保険者数の減少につきましては、先ほど、14 番議員に説明

させていただいたとおり、制度改正によることの影響に伴う減少でということ

でお願いしたいと思います。それから療養給付費のほうも、先ほども少し触れ

させていただきましたけれども、やはり 28 年度の薬価改定がかなり大きな影響

を受けております。そちらのほうで、実績の金額が減少したということがやは

り大きな理由となっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

問（12） 短期被保険者証の関係なんですが、28 年が 592 件、平成 27 年が 558

件で若干ふえているんですが、１人当たりの保険税といいますか、11 万 1,246

円でいいと思うんですが、かなり重い負担だと思うんで、これは、県下で何番

目ぐらいになるのかお示しください。 
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答（市民窓口） 平成 28 年度は、保険証の一斉更新年次だったものですから、

その影響を受けて、そのときに滞納を受けた方たちが多かったこともあります

ので人数がふえております。ですけれども、完納していただければ、順次、普

通の保険証をお送りしていますので、その点だけは御了承していただきたいと

思います。それと、保険税のほうですが、確か県下３番目ぐらいの高い数値に

はなっていると思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

意（12） 今、言われたように県下でもトップクラスの保険税だということな

んですが、これは、どこも言えるんですけれども、国が、国保財政が多少余裕

があったときに補助金を減らして、国保財政が厳しくなったら補助金を増やす

ということを言ったんですけれども、国保財政が厳しくなっても増額しないと

いうことがあるわけで、これが一番、国民健康保険の財政が厳しい、国民皆保

険制度といいながら、個人負担が重くて、国の責任を果たしているとは言えな

いと思うんですね。この点では、きちんと国に言うべきことを言っていただき

たいということを言っておきます。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で、認定第２号について質疑を打ち切

ります。 

 

 

認定第３号 平成 28 年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定につい 

      て 

委員長 歳入歳出一括質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で認定第３号について質疑を打ち切り
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ます。 

 

 

認定第４号 平成 28 年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

委員長 歳入歳出一括質疑を許します。 

問（14） 279 ページお願いします。28 年度末で、普及率が 1.7％増の 59.7％。

愛知県全体の普及率と近隣市の下水道普及率の状況を把握していれば教えてい

ただきたいと思います。それと、愛知県内では、どれくらいの位置にあるのか

あわせてお願いしたいと思います。 

答（上下水道） まずは、普及率についてお答えいたします。愛知県の下水道

普及率は、名古屋市を除いたものでは、前年度から 1.1％ふえ 67.7％となって

おります。近隣市の状況につきましては、碧南市が 73.7％、刈谷市が 92％、安

城市が 78.5％、知立市が 62.4％となっております。引き続き２問目の、県内の

順位についてお答えいたします。こちらも名古屋市を除く供用開始をしている

48 自治体のうち、33 番目の普及率となっています。以上でございます。 

問（14） 水洗化率が 79.9％になっておりますが、これのさらなる向上対策と

して何か行っていることがあれば教えていただきたいと思います。 

答（上下水道） 水洗化率向上の対策についてお答えいたします。主要成果の

284 ページに記載しております、下水道事務支援業務委託を委託しており、供

用開始から２年目を迎える、まだ下水道を御利用していただいていないお宅を

個別に訪問いたしまして、普及啓発活動を行っております。28 年度は、581 件

の方と面談を行い、その後 60 件の方に下水道を御利用いただきました。以上で

ございます。 

問（14） わかりました。これによってかなり水質も向上あるいは保全に成果

があると思いますが、数字がこのように改善されたという数字がわかれば教え

ていただきたいと思います。 

答（上下水道） 公共水域の水質改善ということについて、お答えいたします。

稗田川の水質の変化について、御説明させていただきます。本市の下水道は、
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平成 10 年 10 月に供用開始をいたしました。その当時の水質汚濁の指標であり

ますＢＯＤが、１リットル当たり 12 ミリグラムで、環境基準値は、1 リットル

当たり５ミリグラムで、かなり汚かったことと思われます。18 年度に環境基準

値を初めて下回り１リットル当たり 4.4 ミリグラムの測定値となり、その後も

環境基準を下回る測定値が続いている状況でございます。平成 28 年度は、１リ

ットル当たり 2.7 ミリグラムとなっており、これは、市民の皆様の環境への意

識が高まったことが一番の要因だと思いますが、多くの方に下水道を御利用い

ただき、家庭雑排水を側溝などに流さないようにしていただいたことが、一つ

の要因だと思っております。以上でございます。 

問（14） 改善が図られていると思いますけれども、高浜市としての目標値と

言いますか三河湾の浄化というような話も出ておりますけれども、高浜市とし

てはこれくらいの水準までなんとかもっていきたいというような目標値を持っ

てお見えになりますか。 

答（上下水道） 目標値というのは、具体的にはないですけれども、環境基準

を守って、公共水域の保全を図るというのが下水道の目的でございますので、

公共水域において河川で申し上げますと、１リットル当たり５ミリグラム。た

だいま、例で稗田川の測定値を申し上げましたが、まだほかの水域もございま

す。環境基準値が確保できるように、下水道を推進してまいりたいと思ってお

ります。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 接続率で言いますと、平成 26 年とか、27 年、ちょっと 28.3％とか、

28.7％とか、このあたり、率が低いんですが、27 年、まだ時間もということも

あるかもしれませんが、どのようにつかんでみえるのか、お示しください。 

答（上下水道） ただいま、質問がありましたのは、資料請求 25 のところの、

各年度別供用開始区域の接続率について、各地区で接続率のばらつきがあると

いう御質問だと思います。下水道が整備されましたら、すぐに使っていただき

たいのが私どものお願いしている状況でございますが、やはり地区だとか、下

水道使用していただくためには、個人の方に宅内の切替工事をしていただく必

要がございます。それには、費用も発生することから、今すぐにはちょっとと
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いうお声も聞いておる状況で、それは、粘り強く接続をお願いしている状況で

ございます。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（12） 低所得の方たちは、接続したくてもできないという方たちもいるん

じゃないかという気もするんですが、それと合併浄化槽の利活用っていいます

か、活用して、密集地から離れた住宅などはこれを活用すべきではないかとい

うことを思うんですが、その点ではいかがでしょうか。 

答（上下水道） まず、助成の関係でございますが、高浜市は、助成制度とい

たしまして、水洗便所改造融資あっせん制度、これは下水道に切替えしていた

だくときに、費用が発生するということで金融機関に融資していただいて、そ

れに係る利子の部分を高浜市がお支払するという制度がございますので、こう

いったものを御活用していただき、下水道接続のさらなる推進というか、早め

に接続をお願いしていきたいと思っている状況でございます。 

あと、合併処理浄化槽につきましては、下水道は高浜市全域ではございませ

ん。下水道の区域から外れている地区もございますので、そういった下水道で

整備するのには、少々不利だといった地区につきましては、合併処理浄化槽の

処理区域となっております。こちらは、合併処理浄化槽転換補助金というのが

ございますので、汲み取り便所、単独浄化槽からの切替えの方には、そういっ

た補助の制度も設けており、水洗化ですとか公共水域の向上に向けての対策を

しておる状態でございます。以上でございます。 

問（12） 金融機関でお金を借りて、そう言われたんですが、要するに所得が

低くて借りても返す余裕がないという方たちもみえると思うんです。そういう

方たちにどうするかっていうことがあるんですが、そのような対策はとってみ

えないのかどうかお示しください。 

答（上下水道） あくまでも借りていただいたお金は返していただくと。少し

でも御負担にならないように、利子を補給する制度を推進しておりますので、

下水道としては、下水道を整備したら速やかに繋いでいただきたいですが、先

ほど申し上げたように、経済的な御事情もあります。融資の制度を受けられる

のが３年以内に下水道接続という条件もございますので、下水道の接続区域の
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ＰＲをさせていただいておりますので、期間を見ながら、少しお金を工面して

いただいて、制度も活用していただきたいと思っております。以上でございま

す。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で認定第４号について質疑を打ち切り

ます。 

 

 

認定第５号 平成 28 年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

委員長 歳入歳出一括質疑を許します。 

問（12） 公共駐車場の関係ですが、教育委員会だとか、こども未来部だとか

向こうに行きましたが、駐車場が今現在は、どのようになっているのかお示し

ください。 

答（都市整備） ２つの部がいきいき広場に行ったということでの駐車場の状

況かと思われますが、一応現在、指定管理者と密に連絡を取りながら、あと、

いきいきのほうからも特定の行事がある等々の場合については、公用車を移動

するなりの措置をして、極力、駐車場を空けるというような対策をとっており

ますので、特に現状としては今までどおりの混雑というふうに聞いております。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で認定第５号について質疑を打ち切り

ます。 
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認定第６号 平成 28 年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

委員長 歳入歳出一括質疑を許します。 

問（９） 介護保険事業勘定の総括としてお聞きしたいと思います。28 年度は

第６期事業計画の２年目にあたり、計画値に対して実績はどのような状況であ

ったかをお聞きします。 

答（介護保険・障がい） 計画値に対する実績ということでございますが、28

年度の標準給付費の計画値は 23 億 8,152 万 3,000 円で、これに対しまして実績

は 21 億 9,600 万円となっておりまして、計画値と比較しますと 92.2％という

状況でございます。 

問（９） 概ね計画どおりであるとは理解しておりますが、少し下回る結果と

なった理由は、どのように分析しているかお願いします。 

答（介護保険・障がい） 計画値と実績値を比較してみますと、居宅介護サー

ビスのうち、通所系サービスに差が生じているということがわかっております。

主な要因といたしましては、28 年度に創設をされました地域密着型通所介護、

このサービスの部分にあると分析をしております。 

問（９） 次に、主要成果の部分の 318 ページ、訪問型サービス事業について

お聞きします。平成 28 年度から新たにシルバー人材センターによるサービスが

スタートしましたが、実際に利用された方の人数と、またどのような生活支援

を受けたかをお聞きします。 

答（介護保険・障がい） シルバー人材センターのサービスを利用された方は、

実人数で９名となります。また、支援の内容につきましては、全体の９割以上

が居室などの清掃となっておりまして、ほかの生活支援、買い物や洗濯といっ

た支援は、少ない状況にございます。 

問（９） 今後、生活支援サービスのニーズは、ますますふえてくることが予

想され、シルバー人材センターによるサービスが確保できたことは評価します

が、シルバー人材センターだけでは、いずれは限界がやってくると思われます。

サービスの提供に当たっては、サービスを提供する人の養成が必要となります。

28 年度から支え合い・お手伝いサポーターの養成講座を開催していると伺って
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いますが、これまでの実績と今後の予定についてお聞きします。 

答（介護保険・障がい） 昨年度は、支え合い・お手伝いサポーターの講座を

４回開催しまして、24 名のサポーターを確保いたしております。修了者の多く

は、シルバー人材センターの訪問型サービスの担い手として活躍をされており

ます。講座につきましては、今後も引き続き開催をしていく予定でございます

が、今後は生活支援コーディネーターが核となって、市内の訪問介護事業所や、

まちづくり協議会、こういったところにも働きかけながら、人材の養成を行っ

ていきたいというふうに考えております。 

委員長 ほかに。 

問（８） 主要成果の 322 ページ、４款２項１目、生涯現役のまちづくり事業。

ずっとやられているんですけれども、以前からこれは、健康自生地をふやした

だとか、そういう次元の話ですよね。以前からお話ししているのは、これをや

ることによって、出歩いて要介護度がどういう改善が見られるかっていうのは、

最終的にここで結果を、成果を示すんじゃないかと思っているんですよ。当初

はそんなこと成り行きでいいんで、年代別にこうなって変遷してきているんだ

と、これは明らかに良くなっているんだと示せると思うんだけれども、そうい

う数値って押えられていますか。 

答（生涯現役まちづくり） 実際に、健康自生地に出かけられて、いろいろな

プログラムに参加をしていただいておるわけで、その効果測定の部分に関して

言えば、大府市にあります国立長寿医療研究センターと共同研究をしておりま

して、実際にどのような活動をしていただくことが、介護予防あるいは認知症

予防に繋がるかというようなものを今、調査、研究をいたしております。今年

度はとくに少し運動機能が落ちてきた方、認知機能が落ちてきた方を対象にそ

ういう自生地に半年間出かけていただいて、その効果がどのように出たかとい

うのを今後、分析をしていくような運びになっておりますので、こういった効

果測定の部分を今後お示しをしていきたいというように考えております。 

問（８） 今後、示したいんじゃなくて、これ、健康自生地の話を始めてもう

５、６年経ちますよね。さらにプラスして認知症予防って出てきて、どんどん

どんどん積み重ねていくんだけれど、結果も見ずにどんどんどんどんふえてい
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くだけ。要は、コストを使っていくだけ。結果、やっぱり検証してから進める

のが事業じゃないんですかね。その辺のところが、要は、何を目指しているか

までは、最初わかんないんで、そこまで求めましたけれども出てこないなと思

ったんで、見ていましたけれども、基本的に今、やってみたら結果が見れるん

で、その中でこういうところが足りないだとか、それを分析して進めるのが仕

事じゃないんですか。違いますかね。 

答（生涯現役まちづくり） 委員おっしゃるとおり、例えば医療費が削減でき

てきたとか、あるいは介護の認定具合が変わってきたとか、とにかくお元気な

高齢者の方には、まずは健康自生地に参加していただくことを目標としてやり

まして、次は、その健康自生地の担い手側に回っていただいて、いわゆるお元

気な高齢者の方が高齢者を支えるというような構図を作り出すというようなこ

とを今、イメージしてやっております。それに対して、健康寿命がどうなった

だとか、医療費がどうなっただとかというものは、いずれ、数字としてはつか

んでお示しをしたいと思っております。 

問（８） きょう、東京都の小池知事のことをいろいろ最近、なんていう言葉

だったか忘れましたけれども。要は、立ち止まって考えると、走りながら考え

るんじゃなくって、立ち止まって、今、どういう状況になってるかと周りを見

てから考えないと。動き出して考えていったら、周りは見えないんですよ。だ

から、ある節目節目のところをきちんと反省できるような、そういう仕組みを

つくっていただかないと、どんどんどんどん広がっていっちゃうだけなんで、

そこの辺のところを、きちんと押さえるところを押えていただきたいんで、そ

ういう作業って考えてみえますかね。 

答（生涯現役まちづくり） その効果測定の部分について言えば、先ほどから

の繰り返しになりますけれども、国立長寿さんのほうと協力しながらデータ分

析をしておりますし、また、歩行と健康の部分につきましても、今、花王さん

のホコタッチを使って、分析をしておるところですので、実際に健康自生地に

出かけられるようになって、非常にアクティブな生活をされるようなったとい

う方は市内にたくさんいらっしゃいます。 

外出していただくことが、介護予防、認知症予防につながるというのは、皆
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さん、御承知のことだと思いますけれども、それを数字としてカチッと、いず

れどこかの段階でお示しをさせていただきます。どんな活動をしていただくこ

とが、あなたの健康寿命の延伸につながりますよというようなことは、いずれ

どこかのタイミングでお示しをさせていただきますのでよろしくお願いをしま

す。 

委員長 ほかに。 

問（12） 国の調整交付金というのはどにも載っていないんで、ちょっとわか

りにくいんですが、国が 25％を負担すると言っているんですから、きちんと負

担していただきたいと思うんですが。20％負担して、あと５％は。 

委員長 内藤委員、ページ数。 

問（12） ページ数がちょっと、わからないので、専門だからわかると思うん

で。介護保険の国の調整交付金。ですから、国庫支出金の中に入っていると思

うんですが、調整交付金としては、別に載っていないもんですから、どれくら

いかお示しをいただきたいと思います。 

答（介護保険・障がい） 調整交付金については、決算書の 288 ページになる

と思いますが、実績といたしましては 7,615 万円ということで、パーセンテー

ジといたしましては 28 年度実績で 3.5％、対前年プラスの 0.07 という状況で

ございます。 

問（12） 福祉用具のレンタル件数というのは、いろんなサービスがあるんで

すが、27 年度に利用料が２割負担になった方だとか、世帯分離している配偶者

が住民税非課税の場合、本人及び世帯分離した配偶者の預貯金が 1,000 万円と

か、夫婦 2,000 万円を超える場合が支援の対象外だとかいろいろ改悪されたん

ですが、そういう影響はどのようにでているのかお示しください。 

答（介護保険・障がい） 補足給付については、29 年９月現在で対象の方は 174

名でございます。制度の内容が変わったことによる影響としましては、20 名か

ら 30 名の方が対象外になっております。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、以上で認定第６号について質疑を打ち切り

ます。 

 

 

認定第７号 平成 28 年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

委員長 歳入歳出、一括質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので。以上で認定第７号について質疑を打ち切り

ます。 

 

 

議案第 51 号 平成 28 年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい 

       て 

認定第 ８号 平成 28 年度高浜市水道事業会計決算認定について 

委員長 一括議題とし、認定第８号については収入支出一括質疑を許します。 

問（７） 水道管の耐震化の状況について、平成 28 年度末の配水管の総延長と

耐震化率、それと前年度と比較をしてふえた耐震管の延長を教えていただきた

い。 

答（上下水道） 平成 28 年度末の配水管の総延長は、前年度より 386 メートル

延びまして 22 万 2,759．8 メートルでございます。耐震管の総延長は、4,570.64

メートル延びまして４万 1,140.46 メートルになりました。耐震化率は、平成

27 年度が 16.45％、28 年度につきましては 2.02％ふえまして、18．47％となっ

ております。 

問（７） 4,500 メートルほど、耐震管の延長がふえたということですが、避

難所へ配水する配水管の耐震化状況を教えていただきたいのと、今後の予定が
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わかれば教えてください。 

答（上下水道） 28 年度は、高取小学校と高浜中学校に配水する配水管の耐震

化工事を実施いたしました。これで 663.3 メートルの布設が完了いたしました

ので、28 年度におきまして、高浜中学校へ配水する管の耐震化により、指定避

難所でございます市内小中学校７校のうち５校が完了いたしました。 

今後の予定につきましては、今年度平成 29 年度も引き続き、高取小学校へ

配水する配水管を発注しておりますので、今年度末に高取小学校も完了して、

６校目が完了いたします。 

最後に残ります吉浜小学校への耐震化につきましては、その後２年間をかけ

て実施していきたいと思っております。以上でございます。 

委員長 質疑の途中ですが、ここで皆さんにお諮りします。このまま続けます

と、午後５時を過ぎるという見込みでございますが、残りの議案数も本件のみ

ですので、このまま質疑を続け、採決まで行いたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、質疑を続けます。 

問（12） 資料 24 で、水道料金、高浜が１カ月あたり 1,118 円ということなん

ですが、20 ミリのほうが 2,134 円ということで、市によってかなりこう違うん

ですが、これはどうしてかということ。 

答（上下水道） 水道事業は、各事業体が事業運営しておりますので、その自

治体の規模、いわゆる水道水をお売りするのに必要な経費等を鑑み、料金設定

を議会の承認を得てしているところでございます。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（６） 決算書の 21 ページ、そこのところに有収率が 95.90％と書いてある

んですけれども、水道事業経営に大きく影響する有収率について、平成 28 年度

が今申し上げました 95.9％ということですけれども、前年度と比較してどのよ

うな具合いになっているのかお答えください。 
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答（上下水道） 有収率についてお答えいたします。平成 27 年度が 96.28％で

ございますので、0.38％減少している状態でございます。 

問（６） 有収率が 0.38％下がっておるわけですけれども、原因などを分析し

ておればお答えください。 

答（上下水道） 有収率の低下の要因といたしましては、無効水量の増加によ

るものと考えております。無効水量には、各戸の宅内の漏水による調定軽減水

量と、市が管理いたします公道部の漏水水量があります。いずれも 27 年度と比

較いたしまして、増加している状況でございます。以上です。 

問（６） それでは、ちなみに市が管理する水道管の延長が、いくつあるのか

お答えください。 

答（上下水道） 22 万 2,759.8 メートルとなっております。 

問（６） 22 万 2,759.8 メートルくまなく調査するということは、大変難しい

と思いますが、この有収率というのは、水道の生命線です。有収率が高くなる

か低くなるか、これで経営状態がかなり変わってくるわけですので、わたしも

有収率を上げることは大変苦労するということはわかっておりますけれども、

何かそういった対策を考えてみえるのかお答えください。 

答（上下水道） ただいま委員御指摘のとおり、有収率が下がるということは、

経営に対してマイナスになっていくと。上げることも大変だという御意見をい

ただきました。27 年度に比べて下がっておるものですから、この下がっている

ところについての対策といたしまして、平成 29 年度、本年度でございますが、

量水器からの音聴調査に加え、側溝等、地下に浸透した水道水の漏水が流入し

ていないかというのを調査しているところでございます。以上でございます。 

意（６） 私も以前、水道に勤めておって、非常に有収率やなんかの維持には

苦労していた経験がありますので、ぜひ、有収率やなんかの維持にこれからも

十分注意をはらっていただいて、少しでも有収率の向上に努めていっていただ

きますようにお願いいたします。 

委員長 ほかに。 

 

 質 疑 な し 
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委員長 質疑がないようですので、以上にて議案第 51 号及び認定第８号につい

ての質疑を打ち切ります。 

ここで、議案第 51 号及び認定第２号から認定第８号までについて、質疑漏

れがありましたら、許可いたします。なお、質疑については、まとめて行って

ください。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、以上で議案第 51 号及び認定第２号から認定

第８号についてまでの質疑を打ち切ります。 

 

以上をもちまして、議案第 51 号及び認定第１号から認定第８号までについ

ての質疑を終結いたします。 

ここでお諮りいたします。9 月 26 日の当初において予定としては、本日は質

疑を行い、採決は 29 日に行うことで御承認をいただいておりますが、委員各位

の御協力により、円滑に委員会を進行することができましたので、時間的に採

決を行うことができます。委員各位には、その点を御理解いただきましてお諮

りいたしますが、本日、採決を行ってよろしいでしょうか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、本日、採決まで行います。 

 

 

≪採 決≫ 

議案第 51 号 平成 28 年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい 

       て 
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挙手多数により原案可決 

 

 

認定第１号 平成 28 年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 

 

 

認定第２号 平成 28 年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 

挙手多数により原案認定 

 

 

認定第３号 平成 28 年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定につい 

て 

 

挙手全員により原案認定 

 

 

認定第４号 平成 28 年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

挙手全員により原案認定 

 

 

認定第５号 平成 28 年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 
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挙手全員により原案認定 

 

 

認定第６号 平成 28 年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 

 

 

認定第７号 平成 28 年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

挙手多数により原案認定 

 

 

認定第８号 平成 28 年度高浜市水道事業会計決算認定について 

 

挙手多数により原案認定 

 

 

委員長 以上で、決算特別委員会に付託されました案件の審査は全部終了しま

した。 

お諮りします。審査結果の報告の案文は、正副委員長に御一任願ってもよろ

しいでしょうか。 

 

「異議なし。」と発声する者あり。 

 

委員長 御異議ないと認めます。正副委員長に一任させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 
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市長挨拶 

 

委員長 以上で決算特別委員会を閉会いたします。 

 

 委員長挨拶 

閉会 午後 5 時 7 分    

 

 

決算特別委員会委員長 

 

 

 

決算特別委員会副委員長 

 

 

 

 


